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【
附

録
】
 

五
ヶ

国
比

較
の

整
理

表
 

大
項

目
 

小
項

目
 

日
本

 
ド

イ
ツ

 
フ

ラ
ン

ス
 

ア
メ

リ
カ

 
イ

ギ
リ

ス
 

1．
主

な
根

拠
法

令
  

 

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

 
社

会
法

典
（

SG
B）

第
Ⅶ

編
 

社
会

保
障

法
典

第
四

編
 

ミ
シ

ガ
ン

労
働

者
労

働
不

能
補

償
法

 
○

各
州

の
州

法
に

よ
る

ほ
か

、
連

邦
公

務
員

を
使

用
す

る
使

用
者

、
一

定
の

事
業

を
行

う
使

用
者

に
連

邦
法

の
適

用
あ

り
。

 

19
92

年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
(S

SC
BA

 1
99

2)
 

19
92

年
社

会
保

障
管

理
運

営
法

(S
SA

A 
19

92
）

 
19

98
年

社
会

保
障

法
(S

SA
 1

99
8)

 

2．
保

険
運

営
主

体
  

 

≪
保

険
運

営
主

体
≫

 
・

政
府

（
労

災
保

険
法

2条
）

 
・

ま
た

、
保

険
給

付
等

に
か

か
る

事
務

は
所

轄
の

労
働

基
準

監
督

署
が

こ
れ

を
行

う
（

労
災

保
険

法
施

行
規

則
1条

3項
）。

 
≪

事
業

内
容

≫
 

・
保

険
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

保
険

給
付

、
お

よ
び

社
会

復
帰

促
進

等
事

業
（

労
災

保
険

法
2条

の
2）

 
≪

財
源

≫
 

・事
業

主
が

支
払

う
保

険
料（

後
掲

6.（
1）

） 
・

国
庫

補
助

（
労

災
保

険
法

32
条

）
 

≪
保

険
運

営
主

体
≫

 
・

⺠
間

企
業

に
関

し
て

は
、産

業
・

業
種

別
に

組
織

さ
れ

た
職

業
協

同
組

合
（

Be
ru

fs
ge

no
ss

en
sc

ha
ft）

が
保

険
運

営
主

体
と

な
っ

て
い

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
11

4条
1項

1号
・

2号
）。

 
・

公
共

部
門

に
関

し
て

は
、

労
災

金
庫

（
Un

fa
llk

as
se

）が
保

険
運

営
主

体
と

な
っ

て
い

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
11

4条
1項

3号
〜

7号
）。

 
≪

事
業

内
容

≫
 

・
保

険
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

保
険

給
付

、
お

よ
び

災
害

予
防

規
則

の
策

定
等

を
通

じ
た

労
働

災
害

・
職

業
疾

病
等

の
予

防
活

動
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
1条

）
 

≪
財

源
≫

 
・

事
業

主
（

Un
te

rn
eh

m
er

）
が

支
払

う
保

険
料

（
後

掲
6．

（
1）

）
 

≪
保

険
運

営
主

体
≫

 
・

一
般

制
度（

ré
gi

m
e g

én
ér

al
）の

一
部

門
と

し
て

の
労

災
保

険
制

度
は

、
国

か
ら

独
立

し
た

機
関

で
あ

る
被

用
者

疾
病

保
険

金
庫

が
運

営
し

て
い

る
。

被
用

者
疾

病
保

険
金

庫
に

は
全

国
レ

ベ
ル

、
地

域
圏

レ
ベ

ル
、初

級
レ

ベ
ル

の
組

織
が

あ
る

が
、労

災
保

険
給

付
の

窓
口

と
な

る
の

は
、

初
級

被
用

者
疾

病
保

険
金

庫
。

 
・

被
用

者
疾

病
保

険
金

庫
は

一
般

制
度

の
疾

病
保

険
部

門
も

運
営

し
て

い
る

が
、

労
災

保
険

部
門

は
財

政
上

独
立

し
て

お
り

、
全

国
被

用
者

疾
病

保
険

金
庫

の
労

働
災

害
・

職
業

病
委

員
会

が
こ

れ
を

担
っ

て
い

る
。

 
≪

事
業

内
容

≫
 

・
保

険
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

保
険

給
付

、労
働

災
害

・
職

業
病

の
予

防
事

業
等

（
社

会
保

障
法

典
L.

22
1-

1条
等

参
照

）
 

≪
財

源
≫

 
・

使
用

者
が

支
払

う
保

険
料

が
大

半
を

占
め

る
。

 

≪
保

険
運

営
主

体
≫

 
・

⺠
間

保
険

会
社

が
利

用
さ

れ
る

ほ
か

、
州

行
政

機
関

（
W

CA
）

の
認

定
に

よ
り

、
自

家
保

険
・

グ
ル

ー
プ

自
家

保
険

（
以

下
、

両
者

を
合

わ
せ

て「
自

家
保

険
」と

い
う

。）
が

認
め

ら
れ

る
（

法
61

1条
）。

 
○

州
政

府
が

保
険

運
営

主
体

に
な

る
州

も
あ

る
。

 
≪

事
業

内
容

≫
 

・
保

険
料

の
徴

収
（

⺠
間

保
険

会
社

の
場

合
）

お
よ

び
保

険
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

保
険

給
付

。
 

≪
財

源
≫

 
・

⺠
間

保
険

会
社

の
場

合
、

使
用

者
が

支
払

う
保

険
料

。自
家

保
険

の
場

合
、使

用
者

の
資

金
（

後
掲

６
．（

1）
）。

 

≪
保

険
運

営
主

体
≫

 
・

労
災

保
険

は
、

国
⺠

保
険

制
度

の
中

に
位

置
づ

け
ら

れ
、

主
と

し
て

労
働

年
金

省
(D

W
P)

、
歳

入
関

税
庁

(H
M

RC
)が

管
轄

す
る

（
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

1条
、1

99
8年

社
会

保
障

法
8条

等
）（

後
掲

３
．）

。
 

≪
事

業
内

容
≫

 
・

保
険

事
故

が
生

じ
た

場
合

に
お

け
る

保
険

給
付

（
金

銭
給

付
）

を
行

う
（

19
92

年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
第

5章
）。

な
お

、
治

療
あ

る
い

は
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

し
て

は
、

保
健

省
(D

H)
の

管
轄

で
あ

り
、

国
⺠

保
健

サ
ー

ビ
ス

と
し

て
行

わ
れ

る
。ま

た
、労

災
予

防
に

関
し

て
は

、安
全

衛
生

庁
(H

SE
)が

管
轄

す
る

。
 

≪
財

源
≫

 
・

労
災

保
険

給
付

の
費

用
は

、
そ

の
全

額
が

税
金

に
よ

っ
て

賄
わ

れ
る

（
19

92
年

社
会

保
障

管
理

運
営

法
16

3条
(2

)(C
)）

。
 

3．
適

用
事

業
 

 
 

≪
原

則
≫

 
・

強
制

保
険

で
あ

り
、

労
働

者
（

後
掲

4．
（

2）
）

を
使

用
す

る
事

業
が

開
始

さ
れ

た
日

に
保

険
関

係
が

成
立

す
る

（
労

災
保

険
法

3条
1項

、
6条

、
労

働
保

険
徴

収
法

3
条

）。
 

≪
例

外
≫

 
・

国
の

直
営

事
業

お
よ

び
官

公
署

の
事

業
（

労
災

保
険

法
3条

2項
）

 
※

 
な

お
、個

人
経

営
の

農
業

・
林

業
・

畜
産・

養
蚕

・水
産

業
の

う
ち

小
規

模
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

暫
定

的
任

意
適

用
事

業
と

な
っ

て
い

る
（

昭
和

44
年

法
第

83
号

附
則

12
条

）。
 

・
強

制
保

険
で

あ
り

、
全

て
の

⺠
間

企
業

は
所

属
す

る
産

業
・

業
種

の
区

分
に

従
っ

て
、

い
ず

れ
か

の
職

業
協

同
組

合
に

管
轄

に
服

し
、労

災
保

険
の

適
用

を
受

け
る（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
12

1条
以

下
）。

 

≪
一

般
制

度
の

一
部

門
で

あ
る

労
災

保
険

の
適

用
事

業
≫

 
・

強
制

保
険

で
あ

り
、下

記
以

外
の

事
業

・
企

業
に

適
用

さ
れ

る
（

詳
し

く
は

後
掲

4.
 

(4
)参

照
）

 
−

特
別

制
度

（
ré

gi
m

es
 s

pé
cia

ux
）

の
対

象
と

な
る

産
業

部
門

・
企

業
 

−
農

業
部

門
 

・
強

制
保

険
で

あ
り

、
⺠

間
部

門
の

使
用

者（
em

pl
oy

er
）の

う
ち

、①
常

時
3人

以
上

の
被

用
者

を
雇

用
し

て
い

る
全

て
の

使
用

者
、

②
①

に
該

当
し

な
い

が
、

52
週

の
う

ち
13

週
に

つ
い

て
、少

な
く

と
も

1人
を

週
35

時
間

以
上

雇
用

し
て

い
る

使
用

者
、

お
よ

び
全

て
の

公
務

部
門

の
使

用
者

が
法

の
適

用
を

受
け

る
（

⺠
間

部
門

の
農

業
を

営
む

使
用

者
に

つ
き

例
外

あ
り

）（
法

11
1、

11
5条

）。
 

・
労

災
保

険
は

国
⺠

保
険（

強
制

保
険

）の
中

に
位

置
付

け
ら

れ
、

使
用

者
(e

m
pl

oy
er

)お
よ

び
稼

働
所

得
を

支
払

う
者

に
よ

る
被

用
者

(e
m

pl
oy

ed
 e

ar
ne

r）
（

後
掲

４
．（

1）
)の

雇
用

(e
m

pl
oy

m
en

t)
が

対
象

と
な

る
（

19
92

年
拠

出
・

給
付

法
95

条
）（

後
掲

４
．（

2）
）。

 

4．
保

険
対

象
者

 
（

1）
強

制
的

保
険

対
象

者
 

・
労

働
基

準
法

9条
に

い
う

労
働

者
（

判
例

）
 

・
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

2条
1項

は
、

以
下

の
者

を
強

制
的

な
保

険
対

象
者

と
し

て
列

挙
し

て
い

る
。

 
−

就
労

者
（

1号
）

 
−

職
業

訓
練

生
（

2号
）

 
−

企
業

ま
た

は
行

政
官

庁
の

指
⽰

に
基

づ
い

て
必

要
な

検
査

・
試

験
を

受
け

る
者

（
3

号
）

 

・
社

会
保

障
法

典
L.

41
1-

1条
に

よ
れ

ば
、

「
賃

金
を

支
払

わ
れ

る
全

て
の

者
」

ま
た

は「
い

か
な

る
資

格
で

あ
れ

、ま
た

、い
か

な
る

場
所

に
お

い
て

で
あ

れ
、

一
ま

た
は

複
数

の
使

用
者

ま
た

は
企

業
⻑

の
た

め
に

働
く

全
て

の
者

」
は

強
制

的
な

保
険

対
象

者
と

な
る

。こ
れ

は
、一

般
制

度
の

他
の

部
門

の
適

用
対

象
者

や
労

働
法

典
の

適
用

対

・
被

用
者

（
em

pl
oy

ee
）（

法
11

1条
）。

 
・

労
災

保
険

の
対

象
者

は
、

国
⺠

保
険

の
第

1種
保

険
料

の
拠

出
義

務
を

負
う

被
用

者
(e

m
pl

oy
ed

 ea
rn

er
)で

あ
る（

19
92

年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
1条

（
2）

(a
)）

。
被

用
者

(e
m

pl
oy

ed
 ea

rn
er

)と
は

、グ
レ

ー
ト

ブ
リ

テ
ン

に
お

い
て

、
労

働
契

約
(c

on
tra

ct
 o

f s
er

vic
e)

に
基

づ
き

、
ま

た
は

公
職（

公
選

の
職

を
含

む
）に

有
償

で
雇
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−
障

害
者

就
労

施
設

で
働

く
障

害
者

（
4

号
）

 
−

農
業

事
業

主
、

こ
れ

と
共

に
働

く
配

偶
者

・
生

活
パ

ー
ト

ナ
ー

等
（

5号
a)

~e
) 

） 
−

家
内

⼯
業

者
、

仲
介

業
者

（
Zw

isc
he

nm
ei

st
er

）、
こ

れ
ら

と
共

に
働

く
配

偶
者

・
生

活
パ

ー
ト

ナ
ー

（
6号

） 
−

⾃
営

業
者

と
し

て
の

沿
岸

船
舶

員
・

沿
岸

漁
師

、こ
れ

と
共

に
働

く
配

偶
者

・生
活

パ
ー

ト
ナ

ー
（

7号
）

 
・

ま
た

、
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

2条
2項

は
、

い
わ

ゆ
る

”就
労

者
類

似
の

者
（

W
ie

-
Be

sc
hä

fti
gt

e）
”に

つ
い

て
も

、
強

制
的

保
険

対
象

者
と

し
て

い
る

。
 

象
者

と
同

様
、

従
属

労
働

者
を

指
す

も
の

と
解

釈
さ

れ
て

い
る

（
従

属
性

の
意

義
を

め
ぐ

る
現

在
の

判
例

の
立

場
に

つ
い

て
は

、
後

掲
4.

 (2
)参

照
）。

 
・

こ
れ

に
加

え
、

以
下

の
者

に
つ

い
て

は
、

強
制

的
な

保
険

対
象

者
で

あ
る

こ
と

を
明

示
す

る
特

別
な

規
定

が
置

か
れ

て
い

る
（

同
L.

41
2-

2条
、

L.
31

1-
3条

）。
 

−
家

内
労

働
者

、
販

売
外

交
員

（
VR

P）
、

ホ
テ

ル
・

カ
フ

ェ
・

レ
ス

ト
ラ

ン
の

従
業

員
、興

行
役

者
、職

業
的

ジ
ャ

ー
ナ

リ
ス

ト
等

、
全

36
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
 

・
更

に
、所

定
の

施
設

・
機

関
の

教
育

・
研

修
の

受
講

生
や

職
業

訓
練

に
従

事
す

る
者

等
に

は
、

各
活

動
と

の
関

係
で

労
災

保
険

制
度

が
強

制
的

に
適

用
さ

れ
る

（
同

L.
41

2-
8条

）
 

用
さ

れ
る

者
を

い
う

(1
99

2年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
2条

(1
)(a

) )
。

 
・

な
お

、
労

災
保

険
給

付
(in

du
st

ria
l 

in
ju

rie
s 

be
ne

fit
)に

関
し

て
は

、
第

1種
保

険
料

を
拠

出
す

る
こ

と
は

要
件

と
な

っ
て

い
な

い
（

19
92

年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
6条

、
8条

、
94

条
）。

 
 

 

（
2）「

労
働

者
」性

の
判

断
基

準
 

・
労

基
法

9条
は

「
労

働
者

」
を

「
こ

の
法

律
で『

労
働

者
』と

は
、職

業
の

種
類

を
問

わ
ず

、
事

業
又

は
事

務
所

に
使

用
さ

れ
る

者
で

、賃
金

を
支

払
わ

れ
る

者
を

い
う

」と
定

義
し

て
い

る
。

 
・

そ
の

う
え

で
、

19
85

年
12

月
の

労
働

基
準

法
研

究
会

報
告

は
、

労
基

法
上

の
労

働
者

性
に

つ
い

て
以

下
の

判
断

基
準

を
示

し
て

い
る

。
 

①
「

使
用

従
属

性
」

に
関

す
る

判
断

基
準

 
−

指
揮

監
督

下
で

の
労

働
 

−
報

酬
の

労
務

対
償

性
 

②「
労

働
者

性
」の

判
断

を
補

強
す

る
要

素
 

−
事

業
者

性
の

有
無

 
−

専
属

性
の

有
無

 
−

そ
の

他
（

ex
.所

得
税

の
源

泉
徴

収
の

有
無

）
 

・「
労

働
者

（
Ar

be
itn

eh
m

er
）」

は
、

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
2条

1項
1号

が
定

め
る「

就
労

者
（

Be
sc

hä
fti

gt
e）

」
に

包
摂

さ
れ

る
形

で
、

強
制

的
保

険
対

象
者

と
な

っ
て

い
る

（
社

会
法

典
第

Ⅳ
編

7条
1項

も
参

照
）。

 
・

就
労

者
性

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
は

、
ま

ず
は

人
的

従
属

性
（

pe
rs

ön
lic

he
 

Ab
hä

ng
ig

ke
it）

で
あ

り
、相

手
方（

事
業

主
）

の
労

働
組

織
に

組
み

入
れ

ら
れ

て
い

る
と

と
も

に
、

そ
の

指
揮

命
令

権
に

服
す

る
こ

と
で

、
労

働
の

時
間

や
⻑

さ
、

場
所

、
内

容
を

⾃
身

で
決

定
し

得
な

い
者

が
、

就
労

者
と

認
め

ら
れ

る（
社

会
法

典
第

Ⅳ
編

7
条

1項
お

よ
び

判
例

）。
 

・
ま

た
こ

の
ほ

か
、

就
労

者
性

の
メ

ル
ク

マ
ー

ル
と

し
て

、
以

下
の

も
の

が
挙

げ
ら

れ
る

。
 

−
経

済
的

従
属

性
 

−
事

業
主

と
し

て
の

リ
ス

ク
を

負
担

し
て

い
な

い
こ

と
 

−
⾃

身
の

事
業

所
を

有
し

て
い

な
い

こ
と

 
−

損
失

等
の

発
生

に
つ

い
て

契
約

上
の

責
任

を
負

っ
て

い
な

い
こ

と
 

−
仕

事
を

⾃
ら

遂
行

し
て

い
る

こ
と

 
−

仕
事

の
た

め
の

器
具

や
材

料
を

⾃
身

で
調

達
し

て
い

な
い

こ
と

 
※

 
な

お
、家

内
労

働
者

に
つ

い
て

は
、社

会
法

典
第

Ⅳ
編

12
条

2項
に

よ
り

就
労

者
と

み
な

さ
れ

る
。

 

・
判

例
に

よ
れ

ば
、

強
制

的
保

険
対

象
者

で
あ

る
従

属
労

働
者

と
認

め
ら

れ
る

た
め

に
は

、
経

済
的

従
属

性
（

su
bo

rd
in

at
io

n 
éc

on
om

iq
ue

）や
経

済
的

依
存（

dé
pe

nd
-

an
ce

 é
co

no
m

iq
ue

）
の

み
な

ら
ず

、
法

的
従

属
性

（
su

bo
rd

in
at

io
n 

ju
rid

iq
ue

）
が

必
要

で
あ

る
。

 
・

法
的

従
属

性
は

、命
令

・
指

示
を

与
え

る
権

限
、

労
務

の
遂

行
を

監
督

す
る

権
限

お
よ

び
被

従
属

者
の

違
反

に
対

し
制

裁
を

課
す

権
限

を
持

つ
使

用
者

の
権

力
の

も
と

で
の

労
働

の
遂

行
に

よ
っ

て
特

徴
付

け
ら

れ
る

（
判

例
）。

 

・「
被

用
者

」
と

は
、

使
用

者
の

取
引

、
事

業
、

専
門

職
ま

た
は

職
業

の
過

程
で

労
務

を
提

供
す

る
全

て
の

者
を

指
す

。但
し

、⾃
ら

が
独

立
の

事
業

を
行

う
に

あ
た

っ
て

の
労

務
提

供
で

な
い

こ
と

、
消

費
者

に
対

す
る

労
務

提
供

で
な

い
こ

と
、

⾃
ら

が
使

用
者

で
な

い
こ

と
が

要
件

と
な

る（
法

16
1条

(n
)）

。
 

・
被

用
者

性
の

判
断

基
準

は
、

連
邦

内
国

歳
入

庁
規

則
87

-4
1に

規
定

さ
れ

る
基

準
を

採
用

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る（

法
16

1
条

(n
)）

。同
基

準
は

、被
用

者
性

を
判

断
す

る
要

素
と

し
て

20
の

基
準

を
列

挙
し

て
い

る
が

、そ
の

基
本

的
な

考
え

方
は

、コ
モ

ン
ロ

ー
上

の
雇

用
関

係
が

存
在

す
る

か
ど

う
か

で
あ

り
、

あ
る

者
が

当
該

者
の

た
め

に
労

務
提

供
を

行
う

も
の

に
対

し
、

達
成

さ
れ

た
結

果
だ

け
で

な
く

結
果

達
成

の
た

め
の

詳
細

お
よ

び
手

段
に

つ
い

て
も

、
支

配
お

よ
び

指
揮

す
る

権
限

を
有

し
て

い
る

場
合

、
雇

用
関

係
が

存
在

す
る

と
さ

れ
る

。
 

・被
用

者
(e

m
pl

oy
ed

 ea
rn

er
)の

範
囲

に
つ

い
て

は
、

国
⺠

保
険

料
の

徴
収

義
務

を
行

う
歳

入
関

税
庁

(H
M

RC
)の

コ
ミ

ッ
シ

ョ
ナ

ー
が

決
定

権
限

を
有

し
て

い
る

(1
99

2年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
95

条
1

項
、

20
05

年
歳

入
関

税
に

関
す

る
裁

定
者

法
5条

2項
)。

例
え

ば
、

徒
弟

、
消

防
隊

の
隊

員
、特

別
巡

査
、鉱

山
査

察
官

等
は

、労
災

保
険

給
付

と
の

関
係

で
被

用
者

と
取

り
扱

わ
れ

る
（

19
75

年
社

会
保

障
（

労
災

保
険

給
付

に
関

す
る

被
用

者
の

雇
用

）
規

則
附

則
1条

）。
 

・被
用

者
(e

m
pl

oy
ed

 ea
rn

er
)か

否
か

の
判

断
は

、国
務

大
臣（

労
働

年
金

大
臣

）に
よ

っ
て

委
任

さ
れ

た
職

員
に

よ
っ

て
行

わ
れ

る
（

後
掲

８
．（

３
））

。
被

用
者

に
つ

い
て

は
、統

一
的

な
判

断
基

準
は

な
く

、個
々

の
ケ

ー
ス

に
応

じ
て

、
指

揮
命

令
（

su
pe

rv
isi

on
 o

f w
or

k）
を

中
心

に
、

契
約

期
間

、就
業

場
所

、労
働

時
間

の
裁

量
性

等
と

い
っ

た
考

慮
要

素
に

よ
り

総
合

的
に

判
断

さ
れ

る
（

判
例

、
裁

決
例

）。
 

（
3）

任
意

（
特

別
）

加
入

の
可

否
 

・
労

働
者

（
前

掲
4．

（
2）

）
に

当
た

ら
な

い
事

業
主（

⾃
営

業
者

）は
、原

則
と

し
て

労
災

保
険

の
対

象
と

な
ら

な
い

。
 

・
但

し
、

以
下

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

事
業

主
に

つ
い

て
は

、
特

別
加

入
が

可
能

で
あ

る
（

労
災

保
険

法
33

条
）。

 
−

中
⼩

事
業

主（
1号

：
労

災
則

46
条

の
16

が
定

め
る

従
業

員
規

模
以

下
の

も
の

）
 

・
事

業
主（

⾃
営

業
者

）は
、上

記
の

通
り

、
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

2条
1項

5号
〜

7号
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
そ

も
そ

も
強

制
的

保
険

対
象

者
と

な
る

。
 

・
ま

た
、

各
保

険
運

営
主

体
は

そ
の

定
款

に
よ

っ
て

、
事

業
主

を
強

制
的

保
険

対
象

と
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
3条

1項
1号

）。
 

・
強

制
的

保
険

対
象

者
以

外
の

者
は

、
初

級
被

用
者

疾
病

保
険

金
庫

へ
の

申
請

に
よ

っ
て

任
意

加
入

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
個

別
的

任
意

加
入

：
社

会
保

障
法

典
L.

74
3-

1
条

）。
 

・
ま

た
、公

益
性

の
あ

る
施

設
・

組
織

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
に

関
し

て
は

、当
該

施
設・

組
織

の
判

断
で

、
そ

の
全

部
ま

た
は

一
部

に
つ

い
て

任
意

で
保

険
加

入
す

る
こ

と
が

認

・
適

用
対

象
と

な
ら

な
い

使
用

者
、

被
用

者
と

判
断

さ
れ

な
い

者
で

あ
っ

て
も

、
⺠

間
保

険
会

社
の

提
供

す
る

保
険

に
加

入
す

る
こ

と
は

可
能

で
あ

る
。

 

・
任

意（
特

別
）加

入
制

度
は

な
い

。事
業

主（
⾃

営
業

者
：

se
lf-

em
pl

oy
ed

)に
つ

い
て

は
、

労
災

保
険

制
度

の
適

用
は

な
い

。
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−
個

⼈
タ

ク
シ

ー
運

転
⼿

や
⼤

⼯
な

ど
の

一
⼈

親
方

（
3号

、
労

災
規

46
条

の
17

）
 

−
特

定
の

農
作

業
に

従
事

す
る

者
（

5号
、

労
災

規
46

条
の

18
）

 
−

家
内

労
働

者
（

5号
、

労
災

規
46

条
の

18
）

 

・
更

に
、

事
業

主
は

各
保

険
運

営
主

体
に

申
請

す
る

こ
と

に
よ

り
、

任
意

で
労

災
保

険
に

加
入

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

6条
1項

1号
）。

 

め
ら

れ
て

い
る

（
集

団
的

任
意

加
入

：
同

L.
74

3-
2条

）。
 

（
4）

適
用

除
外

 

・
前

掲
3．

の
通

り
、

国
の

直
営

事
業

お
よ

び
官

公
署

の
事

業（
労

災
保

険
法

3条
2項

）
は

、
労

災
保

険
の

適
用

が
除

外
さ

れ
て

い
る

。ま
た

、個
⼈

経
営

の
農

業
・

林
業

・
畜

産・
養

蚕
・水

産
業

の
う

ち
小

規
模

の
事

業
に

つ
い

て
は

、
暫

定
的

任
意

適
用

事
業

と
な

っ
て

い
る

（
昭

和
44

年
法

第
83

号
附

則
12

条
）。

 

・
官

吏
（

Be
am

te
）、

戦
争

犠
牲

者
に

関
す

る
連

邦
援

護
法

の
適

用
対

象
者

、
宗

教
団

体
の

メ
ン

バ
−

等
に

つ
い

て
は

、
一

定
の

要
件

の
も

と
で

労
災

保
険

の
適

用
が

除
外

さ
れ

て
い

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
4条

） 

・
特

別
制

度
の

対
象

と
な

る
産

業
部

門
・

企
業

（
※

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

独
立

の
制

度
が

あ
る

。）
 

−
公

務
員

、海
員

、炭
鉱

関
係

の
企

業
、フ

ラ
ン

ス
国

有
鉄

道
（

SN
CF

）、
パ

リ
交

通
公

団
、

電
気

・
ガ

ス
関

係
、

フ
ラ

ン
ス

銀
行

、パ
リ

・
オ

ペ
ラ

座
お

よ
び

コ
メ

デ
ィ

・
フ

ラ
ン

セ
ー

ズ
等

（
社

会
保

障
法

典
L.

71
1-

1条
、

R.
71

1-
1条

等
）

 
・

農
業

部
門

（
同

L.
41

2-
1条

。
※

農
業

労
働

者
と

農
業

部
門

の
自

営
業

者
の

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

独
立

の
制

度
が

あ
る

。）
 

・
連

邦
公

務
員

等
連

邦
法

の
適

用
を

受
け

る
被

用
者

、
家

内
労

働
に

従
事

す
る

使
用

者
の

家
族

等
が

適
用

除
外

と
な

る（
法

11
8

条
）。

 

・
労

災
保

険
の

適
用

除
外

は
な

い
。

軍
⼈

等
は

適
用

が
除

外
さ

れ
て

い
る

（
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

11
5条

3項
）。

な
お

、例
え

ば
、所

定
の

時
期

も
し

く
は

所
定

の
条

件
で

グ
レ

ー
ト

ブ
リ

テ
ン

を
離

れ
て

い
る

者
・

離
れ

て
い

た
者

や
⼤

陸
棚

の
業

務
に

関
連

し
て

所
定

の
業

務
に

従
事

す
る

者・
従

事
し

た
者

等
に

つ
い

て
は

、規
則

を
制

定
す

る
こ

と
に

よ
り

労
災

保
険

給
付

と
の

関
係

で
被

用
者

と
取

り
扱

わ
れ

て
い

る
（

同
法

11
9条

、
12

0条
）。

 

5．
無

過
失

責
任

主
義

に
基

づ
く

使
用

者
の

補
償

責
任

 
 

 

・
労

基
法

第
8章

は
、労

働
者

が
業

務
上

負
傷

し
、ま

た
は

疾
病

に
罹

患
し

た
場

合
、も

し
く

は
死

亡
し

た
場

合
に

つ
い

て
、

無
過

失
責

任
と

し
て

の
使

用
者

の
災

害
補

償
責

任
を

、
以

下
の

通
り

定
め

て
い

る
。

 
−

療
養

補
償

（
75

条
）

 
−

休
業

補
償

（
76

条
）

 
−

障
害

補
償

（
77

条
）

 
−

遺
族

補
償

（
79

条
）

 
−

葬
祭

料
（

80
条

）
 

※
 

労
災

保
険

制
度（

法
）は

、か
か

る
使

用
者

の
労

基
法

上
の

災
害

補
償

責
任

を
担

保
す

る
た

め
に

定
め

ら
れ

た
も

の
で

あ
る

。
 

・
責

任
法（

Ha
ftp

fli
ch

tg
es

et
z）

は
、

以
下

の
場

合
に

つ
い

て
、

そ
れ

ぞ
れ

事
業

主
に

対
し

て
、

無
過

失
責

任
と

し
て

の
損

害
賠

償
責

任
を

定
め

て
お

り
、

同
法

は
労

働
関

係
に

対
し

て
も

適
用

さ
れ

る
。

 
−

鉄
道

・
ロ

ー
プ

ウ
ェ

ー
の

事
業

所
に

お
い

て
、⼈

が
死

亡
し

、ま
た

は
肉

体
や

健
康

を
侵

害
さ

れ
、

あ
る

い
は

物
が

毀
損

さ
れ

た
場

合
（

1条
）

 
−

電
⼒

・
ガ

ス
・

蒸
気

・
液

体
物

を
扱

う
施

設
か

ら
排

出
・

供
給

さ
れ

る
こ

れ
ら

エ
ネ

ル
ギ

ー
な

い
し

物
質

の
作

用
に

よ
り

、
⼈

が
死

亡
し

、
ま

た
は

肉
体

や
健

康
を

侵
害

さ
れ

、
あ

る
い

は
物

が
毀

損
さ

れ
た

場
合

（
2条

）
 

−
炭

鉱
、採

⽯
場

、鉱
⼭

ま
た

は
⼯

場
に

お
い

て
、

代
表

者
や

事
業

場
な

い
し

労
働

者
の

管
理

・
監

督
者

の
職

務
遂

行
上

の
過

失
に

よ
っ

て
、

⼈
が

負
傷

ま
た

は
死

亡
し

た
場

合
（

3条
）

 
※

1 
但

し
、同

法
は

適
用

対
象

を
一

定
の

危
険

業
種

に
限

っ
て

お
り

、
ま

た
労

働
関

係
に

対
し

て
の

み
適

用
さ

れ
る

法
律

で
も

な
い

た
め

、
同

法
自

体
が

労
災

保
険

制
度

の
存

立
根

拠
と

な
っ

て
い

る
わ

け
で

は
な

い
。

 
※

2 
な

お
、

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
10

4条
以

下
が

定
め

る
⺠

事
損

害
賠

償
責

任
の

免
除

（
後

掲
10

）
は

、
責

任
法

に
基

づ
く

損
害

賠
償

責
任

に
対

し
て

も
適

用
さ

れ
る

。
 

・
な

し
。

 
（

労
災

保
険

制
度

が
19

46
年

に
一

般
制

度
の

一
部

門
と

し
て

強
制

保
険

化
さ

れ
る

と
同

時
に

、
使

用
者

の
無

過
失

の
労

災
補

償
責

任
は

廃
止

さ
れ

た
。）

 

・
法

は
、

被
用

者
が

雇
用

の
過

程
に

お
い

て
、

雇
用

か
ら

生
じ

た
⼈

身
傷

害
に

つ
い

て
、

使
用

者
は

８
．（

1）
で

後
述

す
る

補
償

責
任

を
負

う
こ

と
を

定
め

て
い

る
。

 
※

 
補

償
を

担
保

す
る

た
め

、
使

用
者

に
対

す
る

⺠
間

保
険

会
社

の
提

供
す

る
保

険
の

購
入

の
強

制
、

ま
た

は
自

家
保

険
の

認
定

が
行

わ
れ

る
（

法
61

1条
）。

 

な
し

。
 

6．
保

険
料

 
（

1）
負

担
者

 

・
事

業
主

の
み

が
保

険
料

を
負

担
し

、
労

働
者

の
負

担
は

な
い（

労
災

保
険

法
30

条
、

労
保

徴
法

10
条

以
下

）。
 

※
 

な
お

、事
業

主（
自

営
業

者
）が

任
意

で
保

険
加

入
し

た
場

合
に

は
、

当
該

事
業

主
自

身
が

保
険

料
を

負
担

す
る

。
 

・
事

業
主

の
み

が
保

険
料

を
負

担
し

、
労

働
者

の
負

担
は

な
い

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

15
0条

1項
）。

 
※

 
な

お
、事

業
主（

自
営

業
者

）が
任

意
で

保
険

加
入

し
た

場
合

に
は

、
当

該
事

業
主

自
身

が
保

険
料

を
負

担
す

る
。

 

・
使

用
者

の
み

が
保

険
料

を
負

担
し

、
労

働
者

の
負

担
は

な
い

の
が

原
則

（
社

会
保

障
法

典
L.

24
1-

5条
）。

 
・

個
別

的
任

意
加

入
（

前
掲

4.
 (3

)）
の

場
合

に
は

、
保

険
対

象
者

が
保

険
料

を
負

担
す

る
の

が
原

則
で

あ
る

が
（

同
L.

74
3-

1

・
⺠

間
保

険
会

社
の

利
用

の
場

合
、

使
用

者
の

み
が

保
険

料
を

負
担

す
る

。
自

家
保

険
の

場
合

、
使

用
者

の
資

金
か

ら
補

償
が

行
わ

れ
る

。
被

用
者

の
負

担
は

な
い

。
 

・
税

金
に

よ
っ

て
賄

わ
れ

る（
前

掲
２

．）
。 
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条
）、

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

ワ
ー

カ
ー

が
任

意
加

入
し

た
場

合
に

は
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

マ
ー

が
保

険
料

を
負

担
す

る
と

い
う

例
外

が
あ

る
（

労
働

法
典

L.
73

42
-2

条
。

後
掲

12
. (

3)
）。

 

（
2）

算
定

方
法

 

≪
算

定
式

≫
 

・
賃

金
総

額
×

労
災

保
険

率
と

い
う

算
定

式
に

従
っ

て
算

定
さ

れ
る（

一
般

保
険

料
：

労
保

徴
法

11
条

以
下

）。
 

※
1 

賃
金

総
額

は
、事

業
主

が
そ

の
事

業
に

使
用

す
る

全
て

の
労

働
者

に
支

払
う

賃
金

の
総

額
を

い
う（

労
保

徴
法

11
条

2項
）。

 
※

2 
労

災
保

険
率

は
、

過
去

3年
間

に
お

け
る

災
害

の
発

生
率

等
を

考
慮

し
て

、
厚

生
労

働
大

臣
が

事
業

の
種

類
ご

と
に

こ
れ

を
定

め
る

（
労

保
徴

法
12

条
2項

）。
 

≪
メ

リ
ッ

ト
制

≫
 

・
厚

生
労

働
大

臣
は

、
一

定
規

模
以

上
の

事
業

所
に

つ
い

て
は

、過
去

3年
間

に
お

け
る

災
害

の
発

生
率

に
応

じ
て

、
労

災
保

険
率

を
10

0分
の

40
の

範
囲

内
で

上
下

さ
せ

る
こ

と
が

で
き

る（
労

保
徴

法
12

条
3項

）。
 

≪
特

別
加

入
の

場
合

≫
 

・
保

険
料

算
定

基
礎

額
（

＝
給

付
基

礎
日

額
×

36
5）

×
保

険
料

率
と

い
う

算
定

式
に

従
っ

て
算

定
さ

れ
る（

特
別

加
入

保
険

料
：

労
保

徴
法

13
条

・
14

条
）。

 
※

1 
給

付
基

礎
日

額（
労

災
保

険
法

34
条

1項
3号

、
35

条
1項

6号
）

に
つ

い
て

は
、

申
請

に
基

づ
い

て
、

労
働

局
⻑

が
決

定
す

る
。

 
※

2 
保

険
料

率
は

、厚
生

労
働

大
臣

が
事

業
の

種
類

ご
と

に
こ

れ
を

定
め

る
（

労
保

徴
法

13
条

・
14

条
）

 

≪
算

定
式

≫
 

・
保

険
対

象
者

の
労

働
賃

金
×

危
険

等
級

×
賦

課
率

と
い

う
算

定
式

に
従

っ
て

、
暦

年
ご

と
に

算
定

さ
れ

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
15

3条
1項

）。
 

※
1 

保
険

対
象

者
の

労
働

賃
金

は
、前

年
度

、事
業

主
が

保
険

対
象

者（
労

働
者

）に
支

払
っ

た
税

込
賃

金
総

額
で

あ
る

。
こ

れ
に

つ
い

て
は

、
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

15
3条

1
項（

お
よ

び
85

条
2項

）に
よ

り
上

限
額（

最
大

年
間

労
働

所
得

：
20

20
年

1月
1日

以
降

は
76

,4
40

ユ
ー

ロ
）が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

ま
た

、
各

保
険

運
営

主
体

は
そ

の
定

款
の

な
か

で
よ

り
高

い
上

限
額

を
定

め
る

こ
と

が
で

き
る

ほ
か

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

85
条

2項
）、

下
限

額
を

定
め

る
こ

と
も

で
き

る
（

同
15

3条
3項

）。
 

※
2 

危
険

等
級

は
、各

保
険

運
営

主
体

が
業

種
ご

と
に

策
定

す
る

危
険

率
表

の
な

か
で

定
め

ら
れ

て
お

り
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
15

7条
）、

保
険

事
故

の
リ

ス
ク

が
高

い
業

種
ほ

ど
高

い
危

険
等

級
が

定
め

ら
れ

て
い

る
。

 
※

3 
賦

課
率

（
Be

itr
ag

fu
ß）

は
、

各
保

険
運

営
主

体
の

前
年

度
の

資
金

需
要

に
応

じ
て

設
定

さ
れ

る
。

 
≪

メ
リ

ッ
ト

制
≫

 
・

職
業

協
同

組
合

は
、保

険
事

故
の

数
、重

大
性

、生
じ

た
支

出
に

応
じ

て
、割

増
金

を
課

し
、

あ
る

い
は

保
険

料
の

減
額

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
16

2条
1項

）。
 

≪
任

意
加

入
の

場
合

≫
 

・
事

業
主（

自
営

業
者

）が
任

意
で

保
険

加
入

し
た

場
合

に
つ

い
て

も
、

保
険

料
は

基
本

的
に

上
記

の
算

定
式

に
従

っ
て

算
定

さ
れ

る
が

、各
保

険
主

体
は

、労
働

賃
金

に
代

わ
る

算
定

要
素

で
あ

る
保

険
料

額
（

Ve
rs

ich
er

un
gs

su
m

m
e）

を
定

款
に

よ
っ

て
定

め
る（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
15

4条
1項

）。
 

≪
算

定
式

≫
（

社
会

保
障

法
典

L.
24

2-
5

条
、

L.
24

2-
1条

、
D.

24
2-

6条
以

下
）

 
・

保
険

対
象

者
の

賃
金

総
額

に
保

険
料

率
を

掛
け

合
わ

せ
て

算
定

さ
れ

る
。

 
・

基
本

的
な

保
険

料
率

は
、

企
業

の
規

模
に

応
じ

て
定

め
ら

れ
た

下
記

の
3つ

の
方

法
に

よ
っ

て
１

年
ご

と
に

決
定

さ
れ

る
（

但
し

、
保

険
料

率
の

う
ち

通
勤

災
害

に
対

応
す

る
部

分
は

一
律

）。
 

−
常

時
使

用
す

る
労

働
者

が
15

0名
以

上
の

企
業

：
事

業
所

ご
と

に
決

定
す

る
個

別
方

式（
過

去
3年

以
内

に
当

該
事

業
所

で
発

生
し

た
労

働
災

害
に

対
す

る
保

険
給

付
額

に
基

づ
い

て
算

定
）

 
−

常
時

使
用

す
る

労
働

者
が

20
名

未
満

の
企

業：
産

業
・職

業
分

野
ご

と
に

決
定

す
る

集
団

方
式

（
過

去
3年

間
の

当
該

産
業

・
職

業
分

野
に

お
け

る
労

働
災

害
に

対
す

る
保

険
給

付
額

に
基

づ
い

て
算

定
）

 
−

常
時

使
用

す
る

労
働

者
が

20
名

以
上

14
9名

以
下

の
企

業
：

混
合

方
式（

個
別

方
式

と
集

団
方

式
の

組
み

合
わ

せ
）

 
≪

メ
リ

ッ
ト

制
≫

 
・

上
記

の
よ

う
に

、
個

別
方

式
ま

た
は

混
合

方
式

が
適

用
さ

れ
る

企
業

の
保

険
料

率
は

、過
去

3年
間

に
お

け
る

事
業

所
で

の
災

害
の

発
生

状
況

に
よ

っ
て

増
減

す
る

。
 

・
な

お
、保

険
料

は
、使

用
者

が
と

っ
た

予
防

措
置

・
管

理
措

置
の

内
容

や
特

別
な

リ
ス

ク
等

の
考

慮
に

よ
っ

て
増

減
す

る
こ

と
が

あ
る（

同
L.

24
2-

7条
）。

労
働

法
典

に
違

反
し

た
こ

と
や

全
国

被
用

者
疾

病
金

庫
・

地
域

圏
被

用
者

疾
病

金
庫

が
求

め
る

予
防

措
置

（
後

掲
9参

照
）

を
と

ら
な

か
っ

た
こ

と
は

、
か

か
る

特
別

な
リ

ス
ク

を
基

礎
づ

け
る

事
情

と
し

て
、

追
加

保
険

料
の

賦
課

を
基

礎
づ

け
う

る
（

同
上

）。
 

≪
任

意
加

入
の

場
合

≫
 

・
任

意
加

入
の

場
合

に
も

、
保

険
料

は
上

記
の

方
法

で
算

定
さ

れ
る

。
 

・
⺠

間
保

険
会

社
の

場
合

、
保

険
料

額
は

各
保

険
会

社
が

自
由

に
決

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
（

市
場

競
争

原
則

）。
以

下
、

多
く

の
保

険
会

社
が

採
用

す
る

方
式

に
つ

い
て

⽰
す

。
 

≪
算

定
式

≫
 

・
賃

金
総

額
×

保
険

料
率

と
い

う
算

定
式

に
従

っ
て

算
定

さ
れ

る
。

ベ
ー

ス
と

な
る

保
険

料
率

は
、

州
補

償
諮

問
機

関
（

CA
OM

）が
、全

て
の

保
険

会
社

の
も

と
で

支
払

わ
れ

た
保

険
給

付
を

も
と

に
職

業
分

類
ご

と
に

算
定

し
た

料
率

を
用

い
る

こ
と

が
多

い
。

 
≪

メ
リ

ッ
ト

制
な

ど
≫

 
・

一
定

規
模

以
上

の
使

用
者

の
保

険
料

率
に

つ
い

て
は

、過
去

3年
間

の
保

険
事

故
の

数
、支

払
わ

れ
た

保
険

給
付

額
、使

用
者

の
事

業
規

模
等

を
勘

案
し

た「
経

験
料

率
」が

採
用

さ
れ

る
こ

と
が

多
い

。
 

な
し

。
 

（
3）

徴
収

方
法

 

・
保

険
料

は
、

労
災

保
険

徴
収

法
が

定
め

る
手

続
（

特
に

19
条

以
下

）
に

従
っ

て
、

徴
収

さ
れ

る
。

 

・
保

険
料

額
が

確
定

し
た

場
合

、
各

保
険

運
営

主
体

は
事

業
主

に
対

し
て

書
面

に
よ

る
通

知
を

行
い（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
16

8条
1項

）、
か

か
る

通
知

が
あ

っ
た

翌
月

の
15

日
が

そ
の

履
行

期
と

な
る

（
社

会
法

典
第

Ⅳ
編

23
条

3項
）。

 
・

履
行

期
ま

で
に

支
払

わ
れ

な
か

っ
た

場
合

、延
滞

金（
Sä

um
ni

sz
us

ch
la

g）
が

課
さ

れ
う

る
（

同
法

24
条

1項
）。

 

・
保

険
料

は
、社

会
保

障
・

家
族

給
付

保
険

料
徴

収
連

合
が

徴
収

す
る

。
 

・
保

険
料

は
、

⺠
間

保
険

会
社

と
の

契
約

に
基

づ
い

て
支

払
わ

れ
る

。
自

家
保

険
の

場
合

、
必

要
な

費
用

の
積

立
な

ど
が

求
め

ら
れ

る
わ

け
で

は
な

い
。

 

な
し

。
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・
強

制
徴

収
手

続
に

つ
い

て
は

、
社

会
法

典
第

Ⅹ
編

66
条

の
規

定
に

よ
る

。
 

7．
保

険
事

故
 

（
1）

労
働

（
業

務
）

災
害

 

・
業

務
災

害
は

、「
労

働
者

の
業

務
上

の
負

傷
、疾

病
、障

害
又

は
死

亡
」と

定
義

さ
れ

る
（

労
災

保
険

法
7条

1項
1号

）。
 

・
労

働
者

の
傷

病
等

が「
業

務
上

」生
じ

た
も

の
と

い
え

る
た

め
に

は
、

当
該

業
務

に
内

在
あ

る
い

は
通

常
随

伴
し

て
い

る
危

険
が

現
実

化
し

た
と

い
う

関
係

（
業

務
起

因
性

：
業

務
と

傷
病

等
と

の
相

当
因

果
関

係
）

を
要

す
る

（
行

政
解

釈
、

判
例

）。
 

・
特

に
、

事
故

に
よ

り
傷

病
に

罹
患

し
た

ケ
ー

ス
で

は
、

第
一

に
、

事
故

発
生

当
時

、
当

該
労

働
者

が
事

業
主

の
支

配
下

・
管

理
下

に
置

か
れ

て
い

た
か（

業
務

遂
行

性
）が

判
断

さ
れ

、こ
れ

が
認

め
ら

れ
る

場
合

に
、

上
記

の
業

務
起

因
性

の
有

無
が

判
断

さ
れ

る
。

 

・
労

働
災

害
（

Ar
be

its
un

fa
ll）

は
、「

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

）2
条

、3
条

ま
た

は
6条

に
よ

っ
て

保
険

保
護

の
対

象
と

な
る

活
動

（
保

険
対

象
活

動
）

の
結

果
と

し
て

保
険

対
象

者
に

生
じ

た
災

害
」

と
定

義
さ

れ
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

8条
1項

）。
 

・
あ

る
出

来
事

が
労

働
災

害
と

し
て

認
め

ら
れ

る
た

め
に

は
、以

下
の

4つ
の

要
件

を
充

た
す

必
要

が
あ

る
。

 
①

 
当

該
出

来
事

が
、

限
定

さ
れ

た
時

間
的

範
囲

の
中

で
生

じ
た

、
身

体
に

対
し

て
外

部
か

ら
作

用
す

る
出

来
事

で
あ

る
こ

と
 

②
 

当
該

出
来

事
と

健
康

被
害

ま
た

は
死

亡
と

の
間

に
因

果
関

係
が

あ
る

こ
と

（
責

任
根

拠
因

果
関

係
要

件
）

 
③

 
①

お
よ

び
②

の
要

件
を

充
た

す
出

来
事

と
い

う
意

味
で

の「
災

害
」が

発
生

し
た

当
時

、
当

該
保

険
対

象
者

が
行

っ
て

い
た

具
体

的
な

活
動

が
、保

険
対

象
活

動（
労

働
者

の
場

合
に

は
職

務
の

遂
行

）
に

含
ま

れ
る

も
の

で
あ

る
こ

と（
内

的
関

連
性

要
件

） 
④

 
③

の
要

件
を

充
た

す
具

体
的

な
活

動
（

保
険

対
象

活
動

）と
、①

お
よ

び
②

の
要

件
を

充
た

す
出

来
事

と
い

う
意

味
で

の
「

災
害

」
と

の
間

に
因

果
関

係
が

あ
る

こ
と

（
災

害
因

果
関

係
要

件
）

 
※

1 
②

と
④

の
因

果
関

係
に

つ
い

て
は

、
本

質
的

条
件

説
に

従
っ

て
判

断
さ

れ
、

そ
の

他
の

協
働

原
因

が
あ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、因
果

関
係

は
広

く
認

め
ら

れ
う

る（
判

例
）。

 
※

2 
③

の
内

的
関

連
性

に
つ

い
て

は
、当

該
具

体
的

活
動

を
行

う
保

険
対

象
者

の
意

図
（

行
動

意
図

）
を

基
準

に
判

断
さ

れ
る

（
判

例
）。

 
 

・（
固

有
の

意
味

の
）労

働
災

害
は

、「
労

働
す

る
こ

と
に

よ
り

、ま
た

は
、労

働
を

契
機

と
し

て
生

じ
た

災
害

」と
定

義
さ

れ
る（

社
会

保
障

法
典

L.
41

1-
1条

）。
 

・
①

「
災

害
（

ac
cid

en
t）

」
の

概
念

や
、

②「
労

働
す

る
こ

と
に

よ
り

、ま
た

は
、労

働
を

契
機

と
し

て
」

の
意

義
を

具
体

化
す

る
法

令
や

行
政

解
釈

は
な

い
が

、
近

時
の

判
例

は
下

記
の

と
お

り
、

こ
れ

を
い

ず
れ

も
広

く
解

釈
す

る
傾

向
に

あ
る

。
 

・
ま

ず
、「

災
害

」
と

は
、

心
身

の
損

傷
を

引
き

起
こ

す
突

発
的

な
出

来
事

一
般

を
指

す
。こ

こ
で

の
突

発
性

は
、当

該
出

来
事

が
発

生
し

た
時

点
を

特
定

し
う

る
こ

と
を

意
味

す
る

に
過

ぎ
な

い
。

 
・

次
に

、当
該

災
害

が「
労

働
す

る
こ

と
に

よ
り

、ま
た

は
、労

働
を

契
機

と
し

て
生

じ
た

」
と

い
え

る
か

（「
災

害
の

業
務

性
」

の
有

無
）

は
、

労
働

者
が

使
用

者
の

権
力

（
au

to
rit

é）
の

も
と

に
置

か
れ

て
い

る
か

否
か

に
よ

っ
て

判
断

さ
れ

る
。

 
 

労
働

時
間

中
か

つ
労

働
の

場
所

で
生

じ
た

災
害

は
、労

働
災

害
と

推
定

さ
れ

る
。こ

こ
で

の「
労

働
時

間
」お

よ
び「

労
働

の
場

所
」は

そ
れ

ぞ
れ

広
く

解
釈

さ
れ

て
い

る
。

被
用

者
疾

病
保

険
金

庫
ま

た
は

使
用

者
が

上
記

の
推

定
を

覆
す

た
め

に
は

、
被

災
者

が
使

用
者

の
権

力
を

逸
脱

し
て

い
た

こ
と

、ま
た

は
、被

災
者

の
損

傷
が

労
働

と
は

全
く

無
関

係
の

原
因

を
持

つ
こ

と
を

立
証

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 
 

一
方

、
あ

る
災

害
が

労
働

時
間

外
ま

た
は

労
働

の
場

所
以

外
で

発
生

し
た

場
合

に
は

、上
記

の
推

定
は

働
か

な
い

た
め

、被
災

者
側

が
災

害
の

業
務

性
を

立
証

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

・
雇

用
の

過
程

に
お

い
て

、
雇

用
か

ら
生

じ
た

（
ar

isi
ng

 o
ut

 o
f 

an
d 

in
 t

he
 

co
ur

se
 o

f 
em

pl
oy

m
en

t）
人

身
傷

害
（

pe
rs

on
al

 in
ju

ry
）

に
対

し
補

償
が

行
わ

れ
る（

法
30

1条
(1

)）
。「

雇
用

の
過

程
に

お
い

て
」と

は
、人

身
傷

害
の

原
因

と
な

る
出

来
事

が「
仕

事
中

」に
発

生
し

た
か

と
い

う
要

素
で

あ
り

、「
雇

用
か

ら
生

じ
た

」
と

は
、

補
償

対
象

と
な

る
リ

ス
ク

の
発

現
で

あ
る

か
と

い
う

要
素

で
あ

る
。そ

の
他

、出
来

事
と

人
身

傷
害

と
の

間
の

因
果

関
係

も
求

め
ら

れ
る

。
 

・
被

用
者

の
基

礎
疾

患
の

増
悪

に
よ

る
人

身
傷

害
の

場
合

、
人

身
傷

害
発

生
前

の
病

状
と

医
学

的
に

み
て

区
別

で
き

る
形

で
、

仕
事

が
原

因
と

な
っ

た
、寄

与
し

た
、あ

る
い

は
増

悪
さ

せ
た

場
合

に
の

み
、

補
償

の
対

象
と

な
る

（
法

30
1条

(1
)）

。
 

・
精

神
疾

患
と

加
齢

に
伴

う
人

身
傷

害
に

つ
い

て
は

、
雇

用
が

「
有

意
に

」
寄

与
し

、
増

悪
さ

せ
、

あ
る

い
は

症
状

を
加

速
さ

せ
た

こ
と

が
補

償
の

要
件

と
な

る（
法

30
1条

(2
)）

。更
に

、
精

神
疾

患
の

場
合

、雇
用

に
か

か
る「

実
際

の
出

来
事

」か
ら

発
生

し
た

こ
と

、
当

該
出

来
事

に
対

す
る

感
覚

が
事

実
と

現
実

に
即

し
て

合
理

的
で

あ
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

（
法

30
2条

(2
)）

。
 

・
事

故（
不

慮
の

出
来

事
）に

よ
る

身
体

的
負

傷
(p

er
so

na
l 

in
ju

ry
 c

au
se

d 
by

 
ac

cid
en

t)の
場

合
、

労
働

災
害

と
認

定
さ

れ
る

た
め

に
は

、
被

用
者

(e
m

pl
oy

ed
 

ea
rn

er
)に

つ
い

て
、

①
人

身
傷

害
(p

er
so

na
l in

ju
ry

)が
生

じ
た

こ
と

、②
人

身
傷

害
が

事
故

(a
cc

id
en

t)に
よ

っ
て

生
じ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

、③
事

故
が「

業
務

に
起

因
し

て
(o

ut
 

of
 

hi
s 

em
pl

oy
m

en
t)」

か
つ「

業
務

の
遂

行
過

程
で

(in
 

th
e 

co
ur

se
 

of
 

hi
s 

em
pl

oy
m

en
t)」

生
じ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

が
要

件
と

な
る

（
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

94
条

1項
）。

 

（
2）

職
業

病
（

業
務

上
の

疾
病

）
 

・
混

合
シ

ス
テ

ム
が

採
ら

れ
て

お
り

、
ま

ず
労

基
法

施
行

規
則

別
表

第
1の

2に
お

い
て

リ
ス

ト
化

さ
れ

て
い

る
疾

病
に

つ
い

て
は

、
そ

こ
で

列
挙

さ
れ

て
い

る
特

定
の

業
務

に
労

働
者

が
従

事
し

て
お

り
、

か
つ

当
該

疾
病

に
罹

患
し

た
場

合
に

は
、

当
該

疾
病

の
業

務
起

因
性

が
推

定
さ

れ
る

。
 

・
ま

た
、

労
基

法
施

行
規

則
別

表
第

1の
2

は
11

号
に

お
い

て
、「

そ
の

他
業

務
に

起
因

す
る

こ
と

の
明

ら
か

な
疾

病
」

に
つ

い
て

も「
業

務
上

の
疾

病
」と

認
め

る
一

般
条

項
を

置
い

て
い

る
た

め
、

上
記

の
リ

ス
ト

化
さ

れ
て

い
る

疾
病

以
外

の
疾

病
に

つ
い

て
も

、「
業

務
上

の
疾

病
」

と
認

め
ら

れ
う

る
（

但
し

、
こ

の
場

合
に

は
業

務
起

因
性

の
推

定
は

働
か

な
い

）。
 

 ・
混

合
シ

ス
テ

ム
が

採
ら

れ
て

お
り

、
ま

ず
は

職
業

疾
病

規
則

（
BK

V）
に

お
い

て
掲

載
さ

れ
る

疾
病

が
、

職
業

疾
病

（
Be

ru
fs

kr
an

ke
ih

ei
t）

と
し

て
認

め
ら

れ
う

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
9条

）。
 

・
あ

る
疾

病
が

職
業

疾
病

規
則

に
掲

載
さ

れ
る

た
め

に
は

、
一

定
の

人
的

グ
ル

ー
プ

が
あ

る
保

険
対

象
活

動
を

行
う

こ
と

で
、

他
の

一
般

人
よ

り
も

相
当

に
高

い
程

度
で

特
別

の
作

用
に

晒
さ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
当

該
疾

病
が

惹
起

さ
れ

る
と

い
う

関
係

が
、

医
学

上
の

知
見

に
基

づ
い

て
認

め
ら

れ
る

こ
と

が
要

件
と

な
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

9条
1項

）。
 

・
保

険
対

象
活

動
を

行
う

こ
と

に
よ

っ
て

職
業

疾
病

規
則

に
掲

載
さ

れ
た

疾
病

に
罹

・
混

合
シ

ス
テ

ム
が

採
ら

れ
て

い
る

。
す

な
わ

ち
、被

災
者

が
被

っ
た

損
傷

が（
前

掲
7.

 (
1)

の
「

災
害

」
で

は
な

く
）「

疾
病

（
m

al
ad

ie
）」

に
当

た
る

場
合

に
は

、
当

該
疾

病
が

職
業

病
表

に
掲

載
さ

れ
て

い
な

い
限

り
、

保
険

給
付

の
対

象
と

は
な

ら
な

い
の

が
原

則
で

あ
る

が
、例

外
と

し
て

、事
案

ご
と

の
個

別
的

な
審

査
に

よ
っ

て
職

業
病

の
認

定
が

な
さ

れ
る

場
合

も
あ

る
。

 
・

被
災

者
等

が
、

職
業

病
表

に
掲

載
さ

れ
た

疾
病

の
一

つ
に

罹
患

し
た

こ
と

と
、

当
該

表
に

記
載

さ
れ

た
諸

条
件

（
当

該
疾

病
を

惹
起

す
る

可
能

性
が

あ
る

労
働

の
一

つ
に

従
事

し
た

こ
と

、
最

初
の

診
断

が
所

定
の

期
間

内
に

な
さ

れ
た

こ
と

等
）

の
充

足
を

立
証

し
た

場
合

に
は

、
当

該
疾

病
は

職
業

病
で

あ
る

こ
と

が
推

定
さ

れ
る

（
社

会

・
疾

病
の

リ
ス

ト
化

は
し

て
お

ら
ず

、「
使

用
者

の
事

業
の

性
格

に
よ

り
、

か
つ

そ
れ

に
特

有
の

原
因

お
よ

び
状

態
に

起
因

す
る

傷
病

」
が

職
業

病
と

し
て

補
償

の
対

象
と

な
る

（
法

40
1条

）。
 

※
 な

お
、

⻑
時

間
労

働
等

に
よ

る
脳

・
心

臓
疾

患
や

、過
重

労
働

・
い

じ
め

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

を
原

因
と

す
る

心
理

的
負

担
に

よ
る

精
神

障
害

へ
の

罹
患

は
、

職
業

病
で

は
な

く
業

務
災

害
（

７
．（

1）
）

と
し

て
扱

わ
れ

る
。

 
○

そ
の

他
リ

ス
ト

化
を

し
て

い
る

州
、

混
合

シ
ス

テ
ム

を
採

用
し

て
い

る
州

も
あ

る
。

 

・指
定

疾
病

(p
re

sc
rib

ed
 d

ise
as

es
)（

職
業

病
）に

罹
患

し
た

場
合

、一
定

の
要

件
の

下
で

当
該

疾
病

が
労

災
保

険
給

付
の

対
象

と
さ

れ
る

。そ
の

際
、経

験
則

お
よ

び
医

学
の

専
門

的
知

識
を

踏
ま

え
て

特
定

の
業

務
に

つ
い

て
の

典
型

的
な

危
険

と
し

て
認

め
ら

れ
て

い
る

特
定

の
疾

病
リ

ス
ト

を
作

成
し

、
そ

の
リ

ス
ト

に
記

載
さ

れ
て

い
る

疾
病

の
み

を
労

災
保

険
給

付
の

対
象

と
す

る
指

定
疾

病
な

い
し

制
限

列
挙

方
式

を
と

っ
て

い
る

。
 

・
被

用
者

(e
m

pl
oy

ed
 ea

rn
er

)が
、

指
定

疾
病

に
罹

っ
た

と
し

て
労

災
保

険
給

付
を

請
求

す
る

場
合

に
は

、
①

被
用

者
が

指
定

疾
病（

職
業

病
）に

罹
っ

た
こ

と
、②

被
用

者
の

業
務

が
指

定
疾

病（
職

業
病

）の
原

因
業

務
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る
業

務
に

属
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※
 

労
基

法
施

行
規

則
別

表
第

1の
2に

お
い

て
は

、⻑
時

間
労

働
等

に
よ

る
脳

・心
臓

疾
患

（
8号

）
や

、
過

重
労

働
・

い
じ

め
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

等
を

原
因

と
す

る
心

理
的

負
担

に
よ

る
精

神
障

害
へ

の
罹

患
（

9号
）

も
、

リ
ス

ト
の

な
か

に
採

り
入

れ
ら

れ
て

お
り

、
そ

れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
認

定
基

準
が

⽰
さ

れ
て

い
る

。
 

患
す

る
こ

と
に

つ
い

て
の

高
度

の
危

険
に

晒
さ

れ
て

い
る

保
険

対
象

者
が

、
現

に
か

か
る

疾
病

に
罹

患
し

、
か

つ
保

険
対

象
活

動
以

外
に

そ
の

原
因

が
確

認
で

き
な

い
場

合
に

は
、

当
該

疾
病

は
保

険
対

象
活

動
の

結
果

と
し

て
罹

患
し

た
も

の
で

あ
る

こ
と

が
推

定
さ

れ
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

9条
3

項
）。

 
・

一
方

、
職

業
疾

病
規

則
に

掲
載

さ
れ

て
い

な
い

疾
病

で
あ

っ
て

も
、

保
険

運
営

主
体

が
保

険
給

付
の

支
給

・
不

支
給

に
関

し
て

決
定

（
後

掲
8．

（
3）

）
を

行
う

時
点

で
の

新
た

な
医

学
上

の
知

見
に

よ
れ

ば
、

職
業

疾
病

規
則

に
掲

載
さ

れ
る

た
め

の
上

記
要

件
を

充
た

し
て

い
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

職
業

疾
病

と
同

様
に

取
り

扱
わ

れ
る

（
準

職
業

疾
病

：
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

9条
2

項
）。

 
※

 
な

お
、⻑

時
間

労
働

等
に

よ
る

脳・
心

臓
疾

患
や

、過
重

労
働

・
い

じ
め

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
等

を
原

因
と

す
る

心
理

的
負

担
に

よ
る

精
神

障
害

へ
の

罹
患

は
、

20
20

年
3

月
の

現
時

点
で

は
、

職
業

疾
病

規
則

に
は

掲
載

さ
れ

て
い

な
い

。
 

 

保
障

法
典

L.
46

1-
1条

5段
）。

 
・

上
記

の
推

定
が

働
か

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、次

の
場

合
に

は
、個

別
鑑

定
の

手
続

に
よ

っ
て

保
険

給
付

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

。一
つ

は
、(

a)
 職

業
病

表
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
疾

病
に

罹
患

し
た

が
、

当
該

表
が

定
め

る
条

件
の

少
な

く
と

も
一

つ
を

充
た

さ
な

い
場

面
に

お
い

て
、

当
該

疾
病

の
直

接
的

な
原

因
が

被
災

者
の

日
常

的
な

労
働

に
あ

る
こ

と
が

立
証

さ
れ

た
場

合
で

あ
る

（
同

L.
46

1-
1条

6段
）。

も
う

一
つ

は
、

(b
) 

職
業

病
表

に
掲

載
さ

れ
て

い
な

い
疾

病
に

つ
い

て
、

当
該

疾
病

が
被

災
者

の
死

亡
ま

た
は

25
％

以
上

の
永

続
的

な
労

働
不

能
を

も
た

ら
す

も
の

で
あ

り
、

そ
の

本
質

的
か

つ
直

接
的

な
原

因
が

被
災

者
の

日
常

的
な

労
働

に
あ

る
こ

と
が

立
証

さ
れ

た
場

合
で

あ
る（

同
L.

46
1-

1条
7段

、R
.4

61
-8

条
）。

 
※

 
な

お
、2

02
0年

3月
現

在
、精

神
疾

患
は

職
業

病
リ

ス
ト

に
は

掲
載

さ
れ

て
い

な
い

。精
神

疾
患

に
罹

患
し

た
被

災
者

・遺
族

が
現

行
制

度
の

も
と

で
救

済
を

受
け

ら
れ

る
可

能
性

が
あ

る
の

は
、

上
記

の
個

別
鑑

定
(b

)の
手

続
の

対
象

と
な

る
場

合
か

、
ま

た
は

、
当

該
精

神
疾

患
を

発
症

さ
せ

た
出

来
事

が「
災

害
」（

前
掲

4.
 (1

)）
に

あ
た

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合
で

あ
る

。
 

し
て

い
る

こ
と

、
③

被
用

者
の

当
該

疾
病

が
、指

定
疾

病（
職

業
病

）の
原

因
業

務
と

し
て

定
め

ら
れ

て
い

る
業

務
に

従
事

し
た

こ
と

に
よ

っ
て

生
じ

た
も

の
で

あ
る

こ
と

が
要

件
と

な
る

（
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

10
8条

（
1）

）。
 

・
精

神
障

害
は

、
指

定
疾

病
と

な
っ

て
い

な
い

。も
っ

と
も

、事
故

に
よ

る
身

体
的

負
傷

に
よ

り
精

神
障

害
に

罹
っ

た
場

合
に

は
、

労
災

保
険

の
給

付
対

象
と

な
り

う
る

（
前

掲
7．

（
1）

）。
 

 

（
3）

通
勤

災
害

 

≪
通

勤
概

念
≫

 
・

労
働

者
が

就
業

に
関

し
、

次
の

①
〜

③
の

移
動

を
、

合
理

的
な

経
路

お
よ

び
方

法
に

よ
り

行
う

こ
と（

労
災

保
険

法
7条

2項
） 

①
 

住
居

と
就

業
の

場
所

の
間

の
往

復（
1

号
）

 
②

 
就

業
の

場
所

か
ら

他
の

就
業

の
場

所
へ

の
移

動
（

2号
、

労
災

則
6条

）
 

③
 

上
記

①
に

先
行

し
、

ま
た

は
後

続
す

る
住

居
間

の
移

動
（

3号
、

労
災

則
7条

）
 

≪
逸

脱
・

中
断

≫
 

・
上

記
①

〜
③

の
移

動
の

経
路

を
逸

脱
し

、ま
た

は
こ

れ
を

中
断

し
た

場
合

に
は

、
当

該
逸

脱
・中

断
の

間
、お

よ
び

そ
の

後
の

移
動

は
、通

勤
と

は
な

ら
な

い（
労

災
保

険
法

7条
3項

）。
 

・
但

し
、逸

脱
・

中
断

が
、以

下
の

行
為

を
や

む
を

得
な

い
事

由
に

よ
り

行
う

た
め

の
最

小
限

度
の

も
の

で
あ

る
場

合
に

は
、

当
該

逸
脱

・中
断

の
間

以
外

は
、通

勤
と

な
る

（
労

災
保

険
法

7条
3項

但
書

、
労

災
則

8
条

）。
 

①
 

日
用

品
の

購
入

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
行

為
 

②
 

職
業

訓
練

等
、

職
業

能
力

の
開

発
向

上
に

資
す

る
も

の
を

受
け

る
行

為
 

≪
通

勤
概

念
≫

 
・

保
険

対
象

と
な

る
活

動
の

場
所

と
直

接
つ

な
が

っ
て

い
る

道
の

往
復

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

8条
2項

1号
）。

 
※

1 
こ

の
こ

と
か

ら
、労

働
者

が
通

勤
す

る
場

合
、往

復
す

る
道

の
一

方
の

起
点・

終
点

は
常

に
職

場
と

な
る

が
、他

方
の

起
点

・
終

点
が

自
宅

で
あ

る
必

要
は

必
ず

し
も

な
い

。
 

※
2 

あ
る

道
が

、保
険

対
象

と
な

る
活

動
の

場
所（

職
場

）に
”直

接
”つ

な
が

っ
て

い
る

道
か

ど
う

か
は

、
保

険
対

象
者

の
意

図
（

行
動

意
図

）を
基

準
に

判
断

さ
れ

る（
判

例
）。

 
≪

逸
脱

・
中

断
≫

 
・

上
記

の
意

味
で

の
直

接
つ

な
が

っ
て

い
る

道
か

ら
逸

脱
す

る
道

の
通

行
は

、
原

則
と

し
て

保
険

対
象

と
な

ら
な

い
が

、
以

下
の

目
的

で
の

逸
脱

の
場

合
に

は
、

例
外

的
に

保
険

対
象

と
な

る（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

8
条

2項
）。

 
−

生
計

を
共

に
す

る
児

童
を

保
育

園
等

に
預

け
る

た
め

（
2号

a)
）

 
−

他
の

就
業

者
と

共
同

で
の

乗
り

物
を

利
用

し
て

職
場

と
の

間
を

往
復

す
る

た
め（

2
号

b)
）。

 

≪
基

本
的

な
判

断
枠

組
み

≫
 

・
通

勤
災

害
と

は
、

労
働

の
場

所
と

次
の

場
所

と
の

往
復

の
経

路
で

発
生

し
た

災
害

の
こ

と
を

指
す（

社
会

保
障

法
典

L.
41

1-
2

条
）。

 
①

 
労

働
者

の
主

た
る

住
居

、
安

定
的

な
性

質
を

持
つ

従
た

る
住

居
ま

た
は

労
働

者
が

家
庭

上
の

事
由

の
た

め
に

日
常

的
に

赴
く

そ
の

他
の

あ
ら

ゆ
る

場
所

 
②

 
レ

ス
ト

ラ
ン

、
食

堂
ま

た
は

よ
り

一
般

に
、

労
働

者
が

日
常

的
に

食
事

を
と

る
場

所
 

・
通

勤
災

害
へ

の
保

険
給

付
を

受
け

る
た

め
に

は
、こ

れ
に

加
え

、通
勤

と
労

働
と

の
関

連
性

が
認

め
ら

れ
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

（
判

例
）。

 
≪

逸
脱

・
中

断
≫

 
・

労
働

者
が

上
記

の
経

路
を

逸
脱

ま
た

は
中

断
し

た
場

合
に

は
、当

該
逸

脱
・中

断
の

間
お

よ
び

当
該

逸
脱

・
中

断
後

に
生

じ
た

災
害

は
労

災
保

険
給

付
の

対
象

に
な

ら
な

い
の

が
原

則
で

あ
る

が
、

以
下

の
場

合
に

は
、例

外
的

に
、逸

脱
中

、逸
脱

後
ま

た
は

中
断

後
に

生
じ

た
災

害
も

通
勤

災
害

に
当

た
る

（
同

条
）。

 
−

逸
脱

・
中

断
が

日
常

生
活

に
不

可
欠

な
必

要
性

に
よ

っ
て

正
当

化
さ

れ
る

場
合

 

・
通

勤
災

害
に

関
す

る
特

別
の

規
定

は
な

い
。

 
・

通
勤

時
の

人
身

傷
害

は
原

則
と

し
て

「
雇

用
の

過
程

に
お

い
て

」「
雇

用
か

ら
生

じ
た

」
も

の
で

は
な

い
と

し
て

補
償

の
対

象
と

な
ら

な
い

が
、

例
外

的
に

業
務

災
害

と
し

て
扱

わ
れ

る
場

合
が

あ
る

。以
下

の
4

要
素

に
よ

り
、

業
務

災
害

該
当

性
が

判
断

さ
れ

る
（

判
例

）。
 

−
使

用
者

が
被

用
者

の
移

動
に

か
か

る
費

用
の

負
担

ま
た

は
手

段
の

提
供

を
行

っ
た

か
。

 
−

人
身

傷
害

が
就

業
時

間
中

ま
た

は
就

業
時

間
と

就
業

時
間

の
間

に
発

生
し

た
か

。
 

−
使

用
者

が
、

被
用

者
が

人
身

傷
害

を
負

っ
た

時
点

の
行

動
に

よ
り

特
段

の
利

益
を

得
た

か
。

 
−

被
用

者
の

雇
用

が
、

過
度

に
被

用
者

を
交

通
事

故
に

遭
う

リ
ス

ク
に

曝
す

も
の

で
あ

っ
た

か
。

 

・
通

勤
災

害
は

、
労

災
保

険
の

対
象

と
な

っ
て

い
な

い
。な

お
、使

用
者

が
交

通
機

関
の

運
行

に
関

与
し

て
い

る
場

合
等

に
限

り
、

例
外

的
に

労
働

災
害

と
認

め
ら

れ
る

場
合

が
あ

る
（

19
92

年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
99

条
）。
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③
 

選
挙

権
の

行
使

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
行

為
 

④
 

病
院

等
に

お
い

て
診

察
ま

た
は

治
療

を
受

け
る

こ
と

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
行

為
 

⑤
 

要
介

護
状

態
に

あ
る

配
偶

者
、子

、父
⺟

、孫
、祖

父
⺟

、
兄

弟
姉

妹
、

配
偶

者
の

父
⺟

の
介

護
 

−
家

族
の

住
居

が
遠

隔
地

に
あ

る
保

険
対

象
者

が
、

職
場

に
よ

り
近

い
場

所
に

宿
泊

場
所

を
有

し
て

い
る

場
合

に
、

当
該

宿
泊

場
所

と
家

族
の

住
居

と
の

間
を

往
復

す
る

た
め

（
4号

）
 

※
 

な
お

、
上

記
以

外
の

通
勤

途
中

で
の

逸
脱

・
中

断
も

、当
該

逸
脱

・
中

断
が

終
了

し
本

来
の

通
勤

ル
ー

ト
に

復
帰

し
た

場
合

に
は

、
そ

れ
以

降
の

道
の

通
行

は
保

険
対

象
と

な
る

。
 

−
逸

脱
・

中
断

と
労

働
の

遂
行

と
の

間
に

一
定

の
関

連
性

が
あ

る
場

合
 

8．
保

険
給

付
 

（
1）

種
類

 

・
業

務
災

害
に

関
す

る
給

付
の

種
類

と
し

て
は

以
下

の
通

り
で

あ
る

（
労

災
保

険
法

12
条

の
8）

。
 

≪
保

険
対

象
者

本
人

に
対

す
る

給
付

≫
 

・
療

養
補

償
給

付
（

1号
）

 
・

休
業

補
償

給
付

（
2号

）
 

・
障

害
補

償
給

付
（

3号
）

 
・

傷
病

補
償

年
金

（
6号

）
 

・
介

護
補

償
給

付
（

7号
）

 
※

 
ま

た
こ

の
ほ

か
、

労
働

安
全

衛
生

法
に

基
づ

く
直

近
の

健
康

診
断

に
お

け
る

業
務

上
の

事
由

に
よ

る
脳

・
心

臓
疾

患
に

か
か

る
検

査
に

よ
り

、
異

常
の

所
見

が
あ

る
と

診
断

さ
れ

た
労

働
者

に
対

し
て

は
、

二
次

健
康

診
断

等
給

付
が

行
わ

れ
る

（
労

災
保

険
法

26
条

）。
 

≪
遺

族
に

対
す

る
給

付
≫

 
・

遺
族

補
償

給
付

（
4号

）
 

・
葬

祭
料

（
5号

）
 

※
 

な
お

、
通

勤
災

害
に

対
し

て
も

上
記

と
ほ

ぼ
同

様
の

給
付

が
行

わ
れ

る
（

労
災

保
険

法
21

条
）。

 
 

・
保

険
事

故
に

対
す

る
給

付
の

種
類

と
し

て
は

以
下

の
通

り
で

あ
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

26
条

〜
71

条
）。

 
≪

保
険

対
象

者
本

人
に

対
す

る
給

付
≫

 
・

療
養

給
付

（
医

学
的

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
を

含
む

）
 

・
労

働
生

活
へ

の
参

加
の

た
め

の
給

付
（

ex
.職

業
訓

練
）

 
・

社
会

生
活

へ
の

参
加

の
た

め
の

給
付

（
ex

.移
動

の
際

の
補

助
、

住
宅

の
バ

リ
ア

フ
リ

ー
化

）
 

・
介

護
給

付
（

ex
.介

護
要

員
の

調
達

）
 

・
金

銭
給

付
（

ex
.被

災
者

手
当

金
、

被
災

者
年

金
）

 
※

 
ま

た
こ

の
ほ

か
、職

業
疾

病
規

則
3条

2項
に

よ
り

、業
務

に
つ

い
て

危
険

が
継

続
し

て
い

る
た

め
に

当
該

業
務

か
ら

離
職

す
る

保
険

対
象

者
に

対
し

て
は

、
経

済
的

不
利

益
を

カ
バ

ー
す

る
た

め
に

、
移

行
給

付
金（

Üb
er

ga
ng

sle
ist

un
g）

が
支

払
わ

れ
る

。
 

≪
遺

族
に

対
す

る
給

付
≫

 
−

葬
祭

料
 

−
埋

葬
地

へ
の

移
送

費
用

 
−

遺
族

年
金

 
−

遺
族

援
助

金
 

・
保

険
事

故
に

対
す

る
給

付
の

種
類

は
以

下
の

通
り

で
あ

る
（

社
会

保
障

法
典

L.
43

1-
1条

以
下

）。
 

≪
保

険
対

象
者

本
人

に
対

す
る

給
付

≫
 

・
現

物
給

付
 

−
療

養
の

給
付

（
償

還
払

い
方

式
で

は
な

く
第

三
者

支
払

い
方

式
／

一
部

負
担

金
な

し
）

 
−

機
能

回
復

訓
練

、職
業

再
教

育
、再

就
職

斡
旋

等
 

・
金

銭
給

付
 

―
休

業
補

償
 

―
障

害
補

償
 

≪
遺

族
に

対
す

る
給

付
≫

 
―

遺
族

年
金

 
―

葬
祭

料
 

―
遺

体
搬

送
費

用
 

 

・
補

償
の

種
類

と
し

て
は

以
下

の
通

り
で

あ
る

。
 

≪
保

険
対

象
者

本
人

に
対

す
る

補
償

≫
 

・
療

養
補

償
（

法
35

1条
）

 
・

賃
金

喪
失

補
償

（
法

30
1条

）
 

・
永

久
労

働
不

能
補

償（
法

35
1、

36
1条

） 
・

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
（

法
31

9
条

）
 

≪
遺

族
に

対
す

る
補

償
≫

 
・

死
亡

補
償

（
法

32
1条

）
 

・
労

災
保

険
給

付
と

し
て

は
、

障
害

年
金

(d
isa

bl
em

en
t p

en
sio

n：
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

10
3条

）と
２

つ
の

手
当

（
常

時
付

添
手

当
〔

co
ns

ta
nt

 
at

te
nd

an
ce

 al
lo

wa
nc

e：
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

10
4条

〕と
特

別
重

度
障

害
手

当
〔

ex
ce

pt
io

na
lly

 s
ev

er
e 

di
sa

bl
em

en
t 

al
lo

wa
nc

e：
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

10
5条

〕）
が

存
在

す
る

の
み

と
な

っ
て

い
る

。
 

 

（
2）

金
銭

給
付

の
算

定
方

法
 

≪
休

業
補

償
給

付
≫

 
・

休
業

補
償

給
付

は
、

労
働

者
が

業
務

上
の

負
傷

ま
た

は
疾

病
に

よ
る

療
養

の
た

め
に

労
働

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
た

め
に

賃
金

を
受

け
な

い
場

合
に

、休
業

4日
目

か
ら

支
給

さ
れ

る
（

労
災

保
険

法
14

条
1項

）。
 

・
金

額
に

つ
い

て
は

、
給

付
基

礎
日

額
の

60
％

相
当

額
で

あ
る

。
 

≪
障

害
補

償
給

付
≫

 
・

業
務

上
の

傷
病

が
治

癒
し

た
際

に
障

害
が

残
っ

た
場

合
に

は
、

障
害

補
償

給
付

が
支

給
さ

れ
る

。
 

・
障

害
補

償
給

付
は

、障
害

等
級

表（
労

災
則

別
表

第
1）

が
定

め
る

障
害

の
程

度
に

応
じ

て
、

第
1級

〜
第

7級
ま

で
は

障
害

補
償

年
金

と
し

て
、ま

た
第

8級
〜

第
14

級
ま

で
は

障
害

補
償

一
時

金
と

し
て

、
い

ず
れ

も
給

付
基

礎
日

額
に

一
定

日
数

を
乗

じ
る

形
で

算
定

さ
れ

る
（

労
災

保
険

法
15

条
）。

 

≪
被

災
者

手
当

金
≫

 
・

被
災

者
手

当
金

は
、

そ
れ

以
前

に
労

働
賃

金
等

を
得

て
い

た
保

険
対

象
者

が
保

険
事

故
の

結
果

と
し

て
就

労
不

能
と

な
っ

た
場

合
に

、
所

得
保

障
を

目
的

と
し

て
支

払
わ

れ
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

45
条

1項
）。

 
・

金
額

に
つ

い
て

は
、

所
定

の
労

働
賃

金
お

よ
び

労
働

所
得

の
合

計
額

で
あ

る
通

常
賃

金
（

Re
ge

le
nt

ge
lt）

の
80

％
で

あ
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

47
条

1項
）。

か
か

る
通

常
賃

金
の

額
に

つ
い

て
は

、
上

限
が

設
定

さ
れ

て
お

り
、最

大
年

間
労

働
所

得（
前

掲
６

.(2
)）

の
36

0分
の

1を
超

え
て

は
な

ら
な

い
。

 
≪

被
災

者
年

金
≫

 
・

被
災

者
年

金
は

、
保

険
事

故
の

結
果

と
し

て
、

保
険

対
象

者
の

稼
得

能
力

が
、

26
週

間
を

超
え

て
20

％
以

上
減

退
し

た
場

合

≪
休

業
補

償
≫（

社
会

保
障

法
典

L.
43

3-
1 

条
以

下
）

 
・

休
業

2日
目

か
ら

治
癒

、症
状

固
定

ま
た

は
死

亡
ま

で
支

給
さ

れ
る

。
 

・
金

額
は

、
休

業
28

日
目

ま
で

は
１

日
あ

た
り

の
賃

金
（

月
払

い
の

場
合

は
前

月
の

賃
金

を
30

.2
4で

除
し

た
も

の
）

の
60

%
、

29
日

目
以

後
は

80
%

で
あ

る
。

算
定

基
礎

と
な

る
賃

金
の

額
に

つ
い

て
は

上
限

が
設

定
さ

れ
て

い
る

。
 

≪
障

害
補

償
≫

（
同

L.
43

4-
1条

、
L.

43
4-

2条
、

L.
43

4-
15

条
、

L.
43

4-
16

条
、

R.
43

4-
1条

以
下

）
 

・
被

災
者

が
永

続
的

な
労

働
不

能
に

陥
っ

た
場

合
に

支
給

さ
れ

る
。支

給
方

式
は

、労
働

能
力

喪
失

率
が

10
%

未
満

の
場

合
は

一
時

金
、

10
%

以
上

の
場

合
に

は
年

金
で

あ
る

。
 

・
障

害
補

償
年

金
の

額
は

、
(a

)被
災

者
の

≪
傷

害
前

平
均

週
給

―
AW

W
≫

 
・

金
銭

給
付

の
算

定
基

礎
と

な
る

傷
害

前
平

均
週

給
（

AW
W

）
は

、
原

則
と

し
て

、
傷

害
前

52
週

の
う

ち
最

も
多

く
賃

金
が

支
払

わ
れ

た
39

週
の

税
控

除
後

の
賃

金
総

額
を

39
で

除
し

た
額

で
あ

る
（

法
37

1条
(2

)）
。

 
※

 
算

定
基

礎
賃

金
に

は
、割

増
賃

金
、賞

与
お

よ
び

生
活

費
調

整
額

を
含

み
、

付
加

給
付

を
含

ま
な

い
（

法
37

1条
(2

)）
。

 
≪

賃
金

喪
失

補
償

≫
 

・
賃

金
喪

失
補

償
は

、被
用

者
が「

労
働

不
能

」
で

あ
る

こ
と

（
di

sa
bi

lit
y：

被
用

者
の

職
業

資
格

お
よ

び
職

業
訓

練
に

適
合

す
る

仕
事

に
よ

る
賃

金
稼

得
能

力
（

wa
ge

 
ea

rn
in

g c
ap

ac
ity

：
W

EC
）が

制
限

さ
れ

て
い

る
こ

と
（

法
30

1条
(4

)(a
)）

お
よ

び
現

実
の

賃
金

喪
失

（
wa

ge
 lo

ss
）

が
あ

る
場

合
に

支
払

義
務

が
発

生
す

る
（

同
条

≪
障

害
年

金
≫

 
・

障
害

年
金

は
、

業
務

上
の

負
傷

ま
た

は
疾

病（
指

定
疾

病
）の

結
果

と
し

て
残

っ
た

身
体

・
精

神
の

機
能

喪
失

(lo
ss

 o
f 

fa
cu

lty
)に

つ
い

て
、被

災
者

に
ど

の
程

度
の

障
害

が
生

じ
た

か
を

障
害

評
価

表
に

照
ら

し
て

判
断

し
て

支
給

さ
れ

る
年

金
給

付
で

あ
る

。身
体

・
精

神
の

機
能

喪
失

に
よ

っ
て

具
体

的
な

稼
働

収
入

に
影

響
が

な
い

場
合

で
も

、
障

害
年

金
は

、
14

％
以

上
の

障
害

が
残

れ
ば

そ
の

障
害

の
程

度
に

応
じ

、
当

該
負

傷
も

し
く

は
疾

病
の

日
か

ら
数

え
て

90
日

経
過

後
か

ら
支

払
わ

れ
る

（
定

額
給

付
）（

19
92

年
社

会
保

障
拠

出
・

給
付

法
附

則
４

）。
 

≪
常

時
付

添
手

当
・

特
別

重
度

障
害

手
当

≫
 

・
障

害
年

金
の

受
給

者
に

は
、

そ
の

障
害

の
程

度
に

応
じ

て
、

２
つ

の
手

当
が

支
給
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≪
傷

病
補

償
年

金
≫

 
・

業
務

上
の

傷
病

に
罹

患
し

た
労

働
者

が
、

療
養

開
始

後
1年

6ヶ
月

経
過

し
た

日
以

降
も

治
癒

せ
ず

、
か

つ
当

該
傷

病
に

よ
り

障
害

が
残

っ
て

い
る

場
合

、
傷

病
補

償
年

金
が

支
給

さ
れ

る
（

労
災

保
険

法
12

条
の

8第
3項

）。
 

・
金

額
に

つ
い

て
は

、傷
病

等
級

表（
労

災
則

別
表

第
2）

が
定

め
る

障
害

の
程

度
に

応
じ

て
、

給
付

基
礎

日
額

に
一

定
日

数
を

乗
じ

る
形

で
算

定
さ

れ
る

。
 

※
 

給
付

基
礎

日
額

は
、原

則
と

し
て

、労
基

法
12

条
が

定
め

る
平

均
賃

金
相

当
額

を
い

う
（

労
災

保
険

法
8条

）。
ま

た
、

療
養

開
始

後
１

年
６

ヶ
月

を
経

過
し

た
日

以
降

に
支

給
す

る
休

業
補

償
給

付
お

よ
び

年
金

給
付

に
つ

い
て

は
、

給
付

基
礎

日
額

に
つ

い
て

年
齢

階
層

別
の

最
低

・
最

高
限

度
額

が
設

け
ら

れ
て

い
る（

労
災

保
険

法
8条

の
2〜

8条
の

4）
。

 
 

に
、

こ
れ

を
補

償
す

る
目

的
で

支
払

わ
れ

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
56

条
1項

）。
 

・
金

額
に

つ
い

て
は

、年
間

労
働

所
得

×
2

／
3×

稼
得

能
力

の
喪

失
率

と
い

う
算

定
式

に
よ

っ
て

算
定

さ
れ

る
（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
56

条
3項

）。
 

・
上

記
の

年
間

労
働

所
得

と
は

、
保

険
事

故
発

生
月

前
12

歴
月

の
間

に
お

け
る

労
働

賃
金

お
よ

び
労

働
所

得
の

合
計

額
を

い
う

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

82
条

1項
）。

か
か

る
年

間
労

働
所

得
に

つ
い

て
は

、上
限

額（
最

大
年

間
労

働
所

得
：

前
掲

６
.(2

)）
お

よ
び

下
限

額
（

20
20

年
1月

1日
以

降
は

22
,9

32
ユ

ー
ロ

）が
設

定
さ

れ
て

い
る（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
85

条
1項

・
2項

）。
 

※
 

上
記

に
い

う
労

働
所

得
（

Ar
be

ite
in

ko
m

m
en

）
と

は
、

自
営

的
就

業
に

よ
っ

て
得

ら
れ

る
利

得
を

指
す

（
社

会
法

典
第

Ⅳ
編

15
条

）。
 

労
働

能
力

喪
失

の
程

度
を

表
す

数
値

と
(b

)被
災

前
の

年
間

賃
金

額
を

掛
け

合
わ

せ
る

形
で

算
定

さ
れ

る
。

 
・

上
記

(a
)に

つ
い

て
は

、
初

級
被

用
者

疾
病

保
険

金
庫

が
障

害
等

級
表

を
参

照
し

つ
つ

被
災

者
固

有
の

事
情（

障
害

の
性

質
、年

齢
や

心
身

の
機

能
、

職
業

上
の

資
格

や
職

業
上

の
適

性
等

）
も

考
慮

に
入

れ
て

決
定

し
た

労
働

不
能

率
を

、
所

定
の

方
法

で
修

正
し

た
値

が
用

い
ら

れ
る

。
 

・
上

記
(b

)に
つ

い
て

は
、

①
実

際
の

賃
金

額
と

②
年

間
最

低
基

準
賃

金
と

の
関

係
に

応
じ

て
、

算
定

の
際

に
用

い
ら

れ
る

値
が

異
な

る
。

 
―

①
＜

②
の

場
合

は
②

 
―

①
の

う
ち

②
の

２
倍

以
下

の
部

分
は

全
て

考
慮

。
②

の
２

倍
〜

８
倍

の
部

分
は

３
分

の
１

の
み

考
慮

。
②

の
８

倍
を

超
え

る
部

分
は

一
切

考
慮

せ
ず

。
 

(7
)(8

)）
。

W
EC

と
は

、
被

用
者

が
合

理
的

に
就

業
可

能
な

仕
事

に
お

い
て

得
た

、
ま

た
は

得
る

可
能

性
の

あ
る

賃
金

額
を

指
す

（
同

条
(4

)(b
)）

。
一

般
に

、
傷

害
後

の
W

EC
を

PI（
po

st
-in

ju
ry

）W
EC

と
呼

ぶ
。 

・
賃

金
喪

失
補

償
の

額
は

、（
AW

W
-

PI
W

EC
）×

80
％

で
あ

る（
同

条
(7

)(8
)）

。
上

限
は

、
州

内
の

平
均

週
給

の
90

％
と

さ
れ

る（
20

20
年

は
93

4ド
ル

）（
法

35
5条

）。
原

則
と

し
て

、
労

働
不

能
お

よ
び

賃
金

喪
失

が
継

続
す

る
期

間
中

支
払

義
務

が
発

生
す

る
。

 
≪

永
久

労
働

不
能

補
償

≫
 

・
人

身
傷

害
に

よ
り

、
リ

ス
ト

化
さ

れ
た

一
定

の
部

位
の

喪
失

が
あ

っ
た

場
合

、
現

実
の

賃
金

喪
失

の
有

無
に

関
わ

ら
ず

、
当

該
リ

ス
ト

に
規

定
の

週
数

分（
例

え
ば

、腕
の

喪
失

は
26

9週
）、

AW
W

×
80

％
の

補
償

支
払

義
務

が
発

生
す

る
（

法
36

1条
(2

)）
。

更
に

、「
完

全
永

久
労

働
不

能
」

と
し

て
リ

ス
ト

化
さ

れ
た

一
定

の
部

位
の

喪
失（

例
え

ば
、両

眼
の

視
力

の
完

全
永

久
的

な
喪

失
）が

あ
っ

た
場

合
、8

00
週

分
の

補
償

支
払

義
務

が
発

生
し

、8
00

週
経

過
後

の
支

払
義

務
に

つ
い

て
は

事
実

に
基

づ
き

個
別

に
判

断
さ

れ
る（

法
35

1、
36

1条
(3

)）
。 

○
そ

の
他

、
治

癒
の

時
点

で
労

働
不

能
率

を
算

定
し

、
そ

れ
に

基
づ

き
補

償
を

行
う

州
等

が
あ

る
。

 

さ
れ

る
。常

時
付

添
手

当
は

、障
害

の
程

度
が

10
0％

で
、障

害
の

た
め

に
常

時
付

添
が

必
要

な
者

に
対

し
て

支
給

さ
れ

る
。

特
別

重
度

障
害

手
当

は
、

常
時

付
添

手
当

の
一

定
率

の
支

給
を

永
続

的
に

受
け

る
と

思
わ

れ
る

者
に

対
し

て
支

給
さ

れ
る

（
19

92
年

社
会

保
障

拠
出

・
給

付
法

附
則

4）
。

 

（
3）

支
給

手
続

 

・
保

険
給

付
の

支
給

・
不

支
給

に
か

か
る

決
定

手
続

開
始

の
た

め
に

は
、

原
則

と
し

て
、

所
轄

の
労

働
基

準
監

督
署

⻑
に

対
す

る
当

事
者

か
ら

の
請

求
を

必
要

と
す

る
（

労
災

保
険

法
12

条
の

8第
2項

、
労

災
則

12
条

以
下

）。
 

・
保

険
給

付
の

支
給

・
不

支
給

に
か

か
る

決
定

手
続

開
始

の
た

め
に

は
、

原
則

と
し

て
、当

事
者

か
ら

の
請

求
は

不
要

で
あ

り
、

保
険

運
営

主
体

が
職

権
に

よ
っ

て
こ

れ
を

行
う

（
職

権
主

義
：

社
会

法
典

第
Ⅳ

編
19

条
）。

 
・

事
業

主
は

、
自

身
の

企
業

の
労

働
者

が
死

亡
し

、あ
る

い
は

傷
病

に
よ

り
4日

以
上

就
労

不
能

と
な

っ
た

場
合

に
は

、
管

轄
の

保
険

運
営

主
体（

職
業

協
同

組
合

）に
届

け
出

る
義

務
を

負
う（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
19

3
条

1項
・

2項
）。

 

・
災

害
が

発
生

し
た

場
合

、
被

災
者

は
使

用
者

に
対

し
24

時
間

以
内

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い（

社
会

保
障

法
典

L.
44

1-
1

条
、

R.
44

1-
2条

）。
使

用
者

は
、

災
害

を
認

識
し

て
か

ら
48

時
間

以
内

に
初

級
被

用
者

疾
病

保
険

金
庫

に
対

し
届

け
出

る
義

務
を

負
う

（
同

L.
44

1-
2条

、
R.

44
1-

3条
）。

 
 

・
被

用
者

に
よ

る
、

使
用

者
に

対
す

る
人

身
傷

害
発

生
の

「
通

知
」と

、補
償

の「
申

請
」に

よ
り

手
続

が
開

始
さ

れ
る（

法
38

1
条

(1
)）

。
 

・
申

請
を

受
け

た
使

用
者

（
自

家
保

険
の

場
合

）
ま

た
は

使
用

者
か

ら
の

報
告

を
受

け
た

保
険

会
社

は
、

補
償

支
払

を
行

う
か

ど
う

か
の

判
断

を
行

う
。

補
償

支
払

が
行

わ
れ

た
場

合
、

使
用

者
は

州
行

政
機

関
（

W
CA

）
に

報
告

す
る

義
務

が
あ

る
（

法
80

1条
(1

)）
。

 
・

使
用

者
ま

た
は

保
険

会
社

が
支

払
を

拒
否

し
た

場
合

、
被

用
者

は
審

査
請

求
の

申
立

が
で

き
る（

手
続

に
つ

い
て

は
法

22
2条

以
下

）。
審

査
は

、
労

災
補

償
審

査
官

（
m

ag
ist

ra
te

）の
も

と
で

行
わ

れ
る

。再
審

査
請

求
も

可
能

で
あ

る
。

 

・
労

災
保

険
給

付
の

請
求

は
、

通
常

労
働

年
金

省（
地

方
事

務
所

）に
対

し
て

行
わ

れ
る

。
当

該
給

付
請

求
に

対
し

て
国

務
大

臣
（

労
働

年
金

大
臣

）
に

よ
っ

て
委

任
さ

れ
た

職
員

が
審

査
決

定
を

行
う

。な
お

、重
度

障
害

手
当

お
よ

び
障

害
給

付
に

関
わ

る
障

害
問

題
に

つ
い

て
は

、
医

師
に

ア
ド

バ
イ

ス
を

求
め

、
当

該
職

員
が

判
断

す
る

こ
と

に
な

る
。

当
該

審
査

決
定

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
、請

求
者

は
、第

１
審

判
所

に
対

し
て

審
判

を
求

め
、

更
に

そ
の

審
判

結
果

に
不

服
が

あ
る

場
合

に
は

、
上

訴
審

判
所

に
対

し
て

再
審

判
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
（

19
98

年
社

会
保

障
法

）。
 

 

（
4）

時
効

 

・
療

養
補

償
給

付
、休

業
補

償
給

付
、葬

祭
料

、介
護

補
償

給
付

、お
よ

び
二

次
健

康
診

断
等

給
付

を
受

け
る

権
利

は
2年

で
、障

害
補

償
給

付
、

遺
族

補
償

給
付

を
受

け
る

権
利

は
5年

で
、

時
効

に
よ

っ
て

消
滅

す
る

（
労

災
保

険
法

42
条

）。
 

・
傷

病
補

償
年

金
に

つ
い

て
は

、
そ

の
支

分
権

が
、5

年
で

時
効

に
よ

っ
て

消
滅

す
る

（
会

計
法

30
条

）。
 

・
保

険
給

付
に

か
か

る
請

求
権

は
、

そ
れ

が
発

生
し

た
暦

年
が

経
過

し
て

か
ら

4年
で

、時
効

に
よ

っ
て

消
滅

す
る（

社
会

法
典

第
Ⅰ

編
45

条
1項

）。
 

・
年

金
の

場
合

に
は

、そ
の

支
分

権
が

、上
記

消
滅

時
効

の
対

象
と

な
る

。
 

・
保

険
給

付
に

か
か

る
請

求
権

は
２

年
で

時
効

に
よ

っ
て

消
滅

す
る

（
社

会
保

障
法

典
L.

43
1-

2条
）。

 

・「
通

知
」期

間
が

、「
傷

病
発

生
の

日
ま

た
は

傷
病

の
発

生
を

知
り

、
も

し
く

は
知

る
こ

と
が

で
き

た
日

」
か

ら
90

日
間

に
制

限
さ

れ
て

お
り

、「
申

請
」

期
間

は
、

傷
病

の
発

現
か

ら
2年

間
に

制
限

さ
れ

て
い

る（
法

38
1条

(1
)）

。
 

・
事

故
に

よ
る

身
体

的
負

傷
の

場
合

、
給

付
申

請
期

限
は

な
い

が
、

給
付

額
は

給
付

申
請

日
よ

り
3ヶ

月
分

遡
る

の
み

と
な

っ
て

い
る

(1
98

7年
社

会
保

障（
申

請・
支

給
）

規
則

19
条

お
よ

び
附

則
４

）。
 

・
指

定
疾

病（
職

業
病

）の
場

合
、一

部
の

疾
病

を
除

い
て

、
給

付
申

請
期

限
は

な
い

が
、

給
付

額
は

給
付

申
請

日
よ

り
３

ヶ
月

分
遡

る
の

み
と

な
っ

て
い

る
（

19
87

年
社
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－177－

会
保

障
（

申
請

・
支

給
）

規
則

19
条

お
よ

び
附

則
4）

。
 

9．
保

険
給

付
以

外
の

事
業

 
 

 

・
政

府
は

、
社

会
復

帰
促

進
等

事
業

と
し

て
、次

の
事

業
を

行
う

こ
と

が
で

き
る（

労
災

保
険

法
29

条
1項

）。
 

①
 

療
養

や
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

に
関

す
る

施
設

の
設

置
や

そ
の

運
営

、
被

災
労

働
者

の
円

滑
な

社
会

復
帰

を
促

進
す

る
た

め
の

事
業

（
1号

）
 

②
 

被
災

労
働

者
の

療
養

生
活

や
介

護
の

援
護

、遺
族

の
修

学
援

護
等

の
事

業（
2号

：
特

別
支

給
金

含
む

）
 

③
 

業
務

災
害

防
止

に
関

す
る

活
動

に
対

す
る

援
助

、労
働

者
の

安
全

・衛
生

の
確

保
や

賃
金

の
支

払
い

の
確

保
を

図
る

た
め

の
事

業
（

3号
）

 

・
各

保
険

運
営

主
体

は
、

労
働

災
害

や
職

業
疾

病
の

防
止

の
た

め
に

、
各

事
業

主
や

保
険

対
象

者
が

採
る

べ
き

措
置

や
行

動
等

を
定

め
た

、災
害

防
止

規
則

を
定

め
る（

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
15

条
1項

）。
 

・
ま

た
、

各
保

険
運

営
主

体
に

設
置

さ
れ

る
監

督
員

（
Au

fs
ich

ts
pe

rs
on

en
）

は
、

上
記

の
災

害
防

止
規

則
の

遵
守

の
た

め
の

監
督

や
助

言
の

業
務

を
行

っ
て

い
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

18
条

1項
）。

 
・

更
に

、各
保

険
運

営
主

体
は

、労
災

医
学

に
特

化
し

た
労

災
ク

リ
ニ

ッ
ク

を
運

営
し

て
い

る
。

 

・
全

国
被

用
者

疾
病

保
険

金
庫

・
地

域
圏

被
用

者
疾

病
保

険
金

庫
は

、労
働

災
害・

職
業

病
の

予
防

事
業

と
し

て
、

例
え

ば
以

下
の

よ
う

な
事

業
を

行
っ

て
い

る
。

 
―

労
働

災
害・

職
業

病
に

関
す

る
調

査・
情

報
提

供
 

―
使

用
者

に
よ

る
予

防
措

置
の

促
進

・
監

督
 

―
補

助
金

の
支

給
 

・
州

の
機

関
で

あ
る

労
災

補
償

機
関

（
W

CA
）

は
、

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
に

関
す

る
助

言
等

を
行

っ
て

い
る

。
 

な
し

。
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．

⺠
事

損
害

賠
償

請
求

と
の

調
整

 （
1）

併
存

主
義

か
非

併
存

主
義

か
 

・
併

存
主

義
が

採
用

さ
れ

て
い

る
。

 
・

非
併

存
主

義
が

採
用

さ
れ

て
い

る
。

 
・

非
併

存
主

義
が

採
用

さ
れ

て
い

る
（

社
会

保
障

法
典

L.
45

2-
1条

）。
 

・
非

併
存

主
義

が
採

用
さ

れ
て

い
る

。
 

・
並

存
主

義
が

採
用

さ
れ

て
い

る
。

 

（
2）

調
整

内
容

 

・
被

災
労

働
者

や
そ

の
遺

族
は

、
労

災
保

険
か

ら
給

付
を

受
け

る
ほ

か
、

安
全

配
慮

義
務

違
反

（
労

働
契

約
法

5条
、

⺠
法

41
5

条
）

や
不

法
行

為
（

⺠
法

70
9条

）
等

を
根

拠
に

、
加

害
者

で
あ

る
使

用
者

や
第

三
者

に
対

し
て

、⺠
事

訴
訟（

労
災

⺠
訴

）を
提

起
し

、
損

害
賠

償
を

請
求

す
る

こ
と

も
で

き
る

。
 

・
使

用
者

が
加

害
者

の
場

合
で

あ
っ

て
、

労
災

保
険

か
ら

給
付

が
行

わ
れ

た
場

合
に

は
、

当
該

使
用

者
は

そ
の

価
額

の
限

度
に

お
い

て
、

⺠
法

上
の

損
害

賠
償

責
任

を
免

れ
る（

労
基

法
84

条
2項

の
類

推
適

用
、労

災
保

険
法

64
条

1項
）。

 
・

第
三

者
が

加
害

者
の

場
合

で
あ

っ
て

、
労

災
保

険
か

ら
給

付
が

行
わ

れ
た

場
合

に
は

、政
府

は
そ

の
価

額
の

限
度

で
、被

災
労

働
者

や
遺

族
が

第
三

者
に

対
し

て
有

す
る

損
害

賠
償

請
求

権
を

取
得

す
る

（
労

災
保

険
法

12
条

の
4第

1項
）。

 

≪
原

則
≫

 
・

事
業

主
お

よ
び

同
一

事
業

所
に

お
い

て
保

険
事

故
を

惹
起

し
た

者
（

＝
同

僚
）

は
、

保
険

対
象

者
、そ

の
親

族
・遺

族
に

対
す

る
関

係
で

、
当

該
保

険
事

故
に

よ
っ

て
生

じ
た

人
的

損
害

の
賠

償
責

任
を

免
れ

る
（

責
任

免
除

規
定

：
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

10
4条

1
項

、
10

5条
1項

）。
 

※
 

上
記

の
人

的
損

害
に

は
、

非
財

産
的

損
害（

＝
慰

謝
料

）も
含

ま
れ

る（
判

例
）。

 
≪

例
外

≫
 

・
事

業
主

ま
た

は
同

僚
が

、
故

意
に

よ
り

保
険

事
故

を
惹

起
し

た
場

合
、

ま
た

は
通

勤
（

前
掲

7．
（

3）
：

社
会

法
典

第
Ⅶ

編
8条

2項
1号

〜
4号

）の
途

上
で

保
険

事
故

を
惹

起
し

た
場

合
に

は
、

上
記

の
責

任
免

除
規

定
は

適
用

さ
れ

な
い

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

10
4条

1項
、

10
5条

1項
）。

 
※

 
か

か
る

例
外

に
基

づ
い

て
、

保
険

対
象

者
等

が
損

害
賠

償
請

求
を

行
う

場
合

、
既

に
得

た
労

災
保

険
か

ら
の

保
険

給
付

分
に

つ
い

て
は

減
額

の
対

象
と

な
る

（
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

10
4条

3項
、

10
5条

1項
3

文
）。

 

≪
原

則
≫

 
・

労
災

保
険

給
付

の
対

象
と

な
る

保
険

事
故

に
つ

い
て

は
、

被
災

者
ま

た
は

遺
族

か
ら

加
害

者
へ

の
⺠

事
損

害
賠

償
請

求
は

許
さ

れ
な

い（
社

会
保

障
法

典
L.

45
1-

1条
）。

 
≪

例
外

≫
 

・
使

用
者

ま
た

は
そ

の
雇

用
す

る
労

働
者

の
故

意
に

よ
っ

て
災

害
が

生
じ

た
場

合
（

同
L.

45
2-

5条
）

 
・

使
用

者
ま

た
は

使
用

者
に

代
わ

っ
て

指
揮

命
令

を
行

う
者

の
許

し
難

い
過

失（
fa

ut
e 

in
ex

cu
sa

bl
e）

に
よ

っ
て

災
害

が
生

じ
た

場
合

 
・

第
三

者
（

使
用

者
ま

た
は

そ
の

雇
用

す
る

労
働

者
以

外
の

者
）

が
加

害
者

の
場

合
（

同
L.

45
4-

1条
）

 
・

通
勤

災
害

の
場

合
（

同
L.

45
5-

1条
）

 

≪
原

則
≫

 
・

法
に

定
め

る
補

償
を

受
け

る
権

利
を

有
す

る
こ

と
は

、
被

用
者

の
使

用
者

に
対

す
る

、
人

身
傷

害
ま

た
は

職
業

病
に

関
す

る
排

他
的

な
救

済
で

あ
る

（
法

13
1条

(1
)）

。
同

僚
が

原
因

の
場

合
も

、
排

他
的

救
済

の
対

象
と

な
る

（
法

82
7条

(1
)）

。
 

≪
例

外
≫

 
・

使
用

者
の

意
図

的
な

不
法

行
為

が
あ

っ
た

場
合（

使
用

者
が

、人
身

傷
害

が
確

実
に

発
生

す
る

と
い

う
実

際
の

知
識

を
有

し
て

い
て

、か
つ

、故
意

に
そ

の
知

識
を

無
視

し
た

場
合

）、
使

用
者

に
対

す
る

⺠
事

損
害

賠
償

請
求

が
認

め
ら

れ
る

（
法

13
1条

(1
)）

。 
※

 
使

用
者

ま
た

は
保

険
会

社
か

ら
補

償
が

行
わ

れ
て

い
た

場
合

の
調

整
に

つ
い

て
は

、
明

文
規

定
が

見
当

た
ら

ず
、

不
明

。
 

・
第

三
者

が
加

害
者

の
場

合
で

あ
っ

て
、

使
用

者
ま

た
は

保
険

会
社

が
補

償
を

行
っ

た
場

合
、

当
該

使
用

者
ま

た
は

保
険

会
社

は
、当

該
第

三
者

に
よ

る
賠

償
額

か
ら

、補
償

を
行

っ
た

限
度

で
、

償
還

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

（
法

82
7条

(5
)）

。
 

・
労

働
災

害
を

被
っ

た
被

用
者

お
よ

び
そ

の
遺

族
は

、
不

法
行

為
と

し
て

の
ネ

グ
リ

ジ
ェ

ン
ス

を
根

拠
と

し
て

、
使

用
者

等
に

対
し

て
損

害
賠

償
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。こ
の

場
合

、損
害

賠
償

と
労

災
保

険
給

付
と

の
調

整
に

つ
い

て
は

、
19

97
年

社
会

保
障（

給
付

調
整

）法
(S

oc
ia

l S
ec

ur
ity

 
(R

ec
ov

er
y 

of
 B

en
ef

its
) A

ct
 1

99
7)

に
基

づ
き

行
わ

れ
る

。
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．

他
の

社
会

保
険

給
付

と
の

調
整

  
 

≪
健

康
保

険
と

の
関

係
≫

 
・

業
務

災
害

お
よ

び
通

勤
災

害
と

し
て

労
災

保
険

に
よ

る
給

付
の

対
象

と
な

る
場

合
に

は
、

健
康

保
険

か
ら

の
給

付
は

行
わ

れ
な

い
（

健
康

保
険

法
1条

、
55

条
1項

）。
 

≪
年

金
保

険
と

の
関

係
≫

 
・

障
害（

補
償

）給
付

を
受

け
る

権
利

を
有

す
る

者
に

つ
い

て
は

、
厚

生
年

金
保

険
法

に
基

づ
く

障
害

手
当

金
は

不
支

給
と

な
る

（
厚

生
年

金
保

険
法

56
条

）。
 

≪
疾

病
保

険
と

の
関

係
≫

 
・

労
災

保
険

か
ら

保
険

給
付

が
行

わ
れ

る
べ

き
場

合
に

は
、

疾
病

保
険

制
度

か
ら

の
保

険
給

付
に

対
す

る
請

求
権

は
発

生
し

な
い

（
社

会
法

典
Ⅴ

編
11

条
5項

）。
 

≪
年

金
保

険
と

の
関

係
≫

 
・

労
災

保
険

に
基

づ
く

年
金

と
年

金
保

険
制

度
に

基
づ

く
年

金
と

が
重

複
す

る
場

合
、

双
方

の
合

計
額

が
上

限
額

を
超

え
る

場
合

に
は

、
そ

の
限

り
で

年
金

保
険

か
ら

≪
疾

病
保

険
と

の
関

係
≫

 
・

災
害

か
ら

生
じ

た
も

の
と

は
異

な
る

疾
病

や
妊

娠
は

疾
病

保
険

給
付

の
対

象
と

な
る

が
、

労
災

保
険

給
付

と
し

て
の

休
業

補
償

と
疾

病
保

険
給

付
と

し
て

の
病

気
休

暇
・

産
前

産
後

休
暇

中
の

休
業

補
償

は
併

給
不

可
（

社
会

保
障

法
典

L.
37

1-
3条

）。
 

≪
年

金
保

険
と

の
関

係
≫

 
・

障
害

年
金

と
の

併
給

は
認

め
ら

れ
な

い
の

が
原

則
で

あ
る

が
、

労
災

保
険

給
付

と
し

て
の

障
害

補
償

年
金

の
受

給
者

の
障

害

≪
失

業
保

険
と

の
関

係
≫

 
・

労
災

補
償

の
申

請
者

が
失

業
保

険
給

付
を

受
け

た
場

合
、

そ
の

分
だ

け
補

償
額

が
減

額
さ

れ
る

（
法

35
8条

）。
 

≪
メ

デ
ィ

ケ
イ

ド
と

の
関

係
≫

 
・

既
に

メ
デ

ィ
ケ

イ
ド

に
よ

る
給

付
を

受
け

て
い

た
申

請
者

が
労

災
補

償
の

対
象

と
な

っ
た

場
合

、
メ

デ
ィ

ケ
イ

ド
の

保
険

者
で

あ
る

州
は

、
費

用
の

償
還

を
受

け
る

こ
と

が
で

き
る

（
州

社
会

福
祉

法
に

規
定

）。
 

≪
連

邦
公

的
年

金
保

険
と

の
関

係
≫

 

≪
拠

出
給

付
と

の
関

係
≫

 
・

労
災

保
険

給
付

と
他

の
拠

出
給

付
(c

on
tri

bu
to

ry
 b

en
ef

its
)と

は
併

給
さ

れ
る

。
 

≪
所

得
関

連
給

付
と

の
関

係
≫

 
・

労
災

保
険

給
付

と
他

の
所

得
関

連
給

付
(in

co
m

e-
re

la
te

d 
be

ne
fit

s)
に

つ
い

て
は

支
給

調
整

さ
れ

る
。

 

労働政策研究報告書No.205

労働政策研究・研修機構（JILPT）



 

 

－178－

・
労

災
保

険
か

ら
障

害
補

償
年

金
、

傷
病

補
償

年
金

、
遺

族
補

償
年

金
に

よ
る

給
付

を
受

け
る

権
利

を
有

す
る

者
が

、
同

一
の

事
由

に
よ

り
厚

生
年

金
保

険
等

か
ら

年
金

が
支

給
さ

れ
る

と
き

は
、

後
者

は
そ

の
ま

ま
支

給
さ

れ
、前

者
が

減
額

調
整

さ
れ

る
。 

の
給

付
が

停
止

す
る

（
社

会
法

典
第

Ⅵ
編

93
条

）。
 

※
 

上
記

の
上

限
額

は
、

年
間

労
働

所
得

／
12

×
年

金
係

数
×

70
％

と
い

う
算

定
式

に
よ

り
算

定
さ

れ
る

。
 

の
状

態
が

悪
化

し
、

こ
れ

が
労

災
保

険
給

付
の

対
象

と
は

な
ら

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、労
働

能
力

喪
失

率
が

合
わ

せ
て

3分
の

2以
上

と
な

る
場

合
に

は
、

併
給

可
（

同
L.

37
1-

4条
、

R.
37

1-
1条

：
但

し
、

総
額

に
は

上
限

が
あ

る
）。

 

・
公

的
障

害
年

金
と

労
災

補
償

は
調

整
さ

れ
な

い
（

法
35

4条
(1

1)
）。

 
・

申
請

者
が

公
的

老
齢

年
金

の
受

給
権

者
の

場
合

、
年

金
給

付
額

の
50

％
が

補
償

額
か

ら
減

額
さ

れ
る

（
法

35
4条

(9
)）

。
 

※
 

⺠
間

保
険

会
社

の
提

供
す

る
医

療
保

険
給

付
と

の
調

整
は

不
明

。
 

12
．

働
き

方
の

多
様

化
と

労
災

補
償

保
険

制
度

 

（
1）

マ
ル

チ
ジ

ョ
ブ

ホ
ル

ダ
ー

（
兼

業
・

副
業

）
 

例
：

労
働

者
Xが

本
業

と
し

て
A

社
で

就
労

し
て

い
る

ほ
か

、副
業

と
し

て
B

社
で

も
就

労
し

て
い

る
場

合
 

≪
通

勤
災

害
≫

 
・

Xが
A社

で
の

勤
務

を
終

え
た

後
に

B社
へ

移
動

す
る

道
の

途
上

で
災

害
に

遭
っ

た
場

合
、労

災
保

険
法

7条
2項

2号
が

定
め

る
通

勤
災

害
（

前
掲

7．
（

3）
）

と
な

り
、

こ
の

場
合

の
保

険
関

係
の

処
理

は
、「

終
点

の
事

業
場

」た
る

B社
の

保
険

関
係

に
よ

っ
て

行
わ

れ
る

（
行

政
解

釈
）。

 
≪

金
銭

給
付

の
算

定
≫

 
〔

20
20

年
労

災
保

険
法

改
正

前
〕

 
・

金
銭

給
付

の
算

定
基

礎
と

な
る

給
付

基
礎

日
額

は
、

災
害

が
発

生
し

た
事

業
場

か
ら

支
払

わ
れ

る
賃

金
の

み
を

も
と

に
算

定
さ

れ
る

（
行

政
解

釈
）。

従
っ

て
、

例
え

ば
Xに

つ
い

て
、

B社
に

お
い

て
、

あ
る

い
は

A社
か

ら
B社

へ
の

移
動

中
に

保
険

事
故

が
発

生
し

た
場

合
に

お
け

る
休

業
給

付
等

の
保

険
給

付
の

算
定

に
当

た
っ

て
は

、B
社

か
ら

の
賃

金
の

み
を

も
と

に
給

付
基

礎
日

額
が

算
定

さ
れ

、A
社

か
ら

の
賃

金
は

合
算

さ
れ

な
い

。
 

〔
20

20
年

労
災

保
険

法
改

正
後

〕
 

・
新

8条
3項

に
よ

っ
て

、
上

記
の

ケ
ー

ス
で

は
、

A社
と

B社
ご

と
に

算
定

し
た

給
付

基
礎

日
額

に
相

当
す

る
額

を
合

算
し

た
額

を
基

礎
と

し
て

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

っ
て

政
府

が
算

定
す

る
額

が
、

X（
複

数
事

業
労

働
者

）
の

保
険

給
付

に
か

か
る

給
付

基
礎

日
額

と
な

る
。

 
※

 
な

お
、

20
20

年
労

災
保

険
法

改
正

に
よ

り
、複

数
業

務
要

因
災

害（
複

数
事

業
労

働
者

の
二

以
上

の
事

業
の

業
務

を
要

因
と

す
る

負
傷

、
疾

病
、

障
害

又
は

死
亡

）
が

、
新

た
に

保
険

給
付

の
対

象
と

な
っ

て
い

る
（

新
7条

1項
2号

、新
20

条
の

2〜
新

20
条

の
9）

。
 

≪
通

勤
災

害
≫

 
・

Xが
A社

で
の

勤
務

を
終

え
た

後
に

B社
へ

移
動

す
る

道
の

途
上

で
災

害
に

遭
っ

た
場

合
、

Xの
行

動
意

図
（

前
掲

7．
（

3）
）

は
B社

で
の

就
労（

保
険

対
象

活
動

）に
向

い
て

い
る

こ
と

か
ら

、
上

記
の

道
は

保
険

対
象

活
動

の
場

所
で

あ
る

B社
へ

直
接

つ
な

が
る

道
と

判
断

さ
れ

、上
記

災
害

は
B社

に
か

か
る

通
勤

災
害

と
評

価
さ

れ
る

（
判

例
）。

従
っ

て
、こ

の
場

合
の

保
険

給
付

は
、

B社
を

管
轄

す
る

保
険

運
営

主
体（

職
業

協
同

組
合

）
に

よ
っ

て
な

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

。
 

≪
金

銭
給

付
の

算
定

≫
 

・
被

災
者

手
当

金
お

よ
び

被
災

者
年

金
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

労
働

賃
金

（
前

掲
8．

（
2）

）
の

算
定

に
際

し
て

は
A社

か
ら

の
賃

金
だ

け
で

な
く

B社
か

ら
の

賃
金

も
合

算
さ

れ
る

。ま
た

、同
じ

く
算

定
基

礎
で

あ
る

労
働

所
得

は
、

自
営

的
就

労
に

よ
っ

て
得

ら
れ

る
利

得
を

指
す

こ
と

か
ら

（
前

掲
8．

（
2）

）、
Xが

副
業

と
し

て
自

営
業

を
行

っ
て

い
た

場
合

、
か

か
る

自
営

業
か

ら
得

ら
れ

た
収

入
も

合
算

の
対

象
と

な
る

。
 

※
1 

但
し

、
被

災
者

手
当

金
に

関
し

て
は

、
Xが

保
険

事
故

の
結

果
と

し
て

A社
だ

け
で

な
く

B社
に

お
い

て
も

就
労

不
能

と
な

っ
て

い
る

こ
と

が
、

合
算

の
要

件
と

な
る

。
 

※
2 

例
え

ば
、

A社
で

の
労

働
災

害
に

よ
り

Xが
A社

・
B社

双
方

で
就

労
不

能
と

な
っ

た
場

合
で

あ
っ

て
、

A社
を

B社
を

管
轄

す
る

保
険

運
営

主
体（

職
業

協
同

組
合

）が
そ

れ
ぞ

れ
異

な
る

場
合

に
は

、A
社

を
管

轄
す

る
職

業
協

同
組

合
が

Xに
対

し
て

被
災

者
手

当
金

等
の

給
付

を
行

い
、

そ
の

算
定

の
際

に
は

上
記

の
通

り
B社

か
ら

の
賃

金
が

合
算

さ
れ

る
が

、こ
の

場
合

、A
社

管
轄

の
職

業
協

同
組

合
と

B社
管

轄
の

職
業

協
同

組
合

間
で

の
負

担
調

整
は

行
わ

れ
な

い
。

 

≪
通

勤
災

害
≫

 
・

Xが
A社

で
の

勤
務

を
終

え
た

後
に

B社
へ

移
動

す
る

道
の

途
上

で
生

じ
た

災
害

は
、

通
勤

災
害

と
し

て
保

護
さ

れ
る

（
判

例
）

 
≪

金
銭

給
付

の
算

定
≫

 
・

休
業

補
償

、
障

害
補

償
年

金
お

よ
び

遺
族

補
償

年
金

の
算

定
の

基
礎

と
な

る
賃

金
（

前
掲

8.
 (2

））
の

算
定

に
際

し
て

は
A社

か
ら

の
賃

金
だ

け
で

な
く

B社
か

ら
の

賃
金

も
合

算
さ

れ
る

（
社

会
保

障
法

典
R.

43
4-

29
条

・
判

例
）。

 
 

≪
通

勤
災

害
≫

 
・

７
．（

3）
で

上
述

の
通

り
、通

勤
災

害
は

原
則

と
し

て
補

償
の

対
象

と
な

ら
な

い
。

 
≪

金
銭

給
付

の
算

定
≫

 
・

賃
金

喪
失

補
償

等
の

算
定

の
基

礎
と

な
る

AW
W

（
前

掲
８

．（
2）

）
に

つ
い

て
は

、
A社

か
ら

の
賃

金
だ

け
で

な
く

B社
か

ら
の

賃
金

も
合

算
さ

れ
る

（
法

37
2条

）。
 

・
A社

で
の

雇
用

が
人

身
傷

害
ま

た
は

死
亡

の
原

因
と

な
っ

た
場

合
、（

a）
Xに

対
し

A社
で

支
払

わ
れ

た
賃

金
が

Xの
AW

W
の

80
％

を
超

え
る

場
合

、
A社

ま
た

は
そ

の
保

険
会

社
が

全
て

の
補

償
責

任
を

負
い

、
（

b）
80

％
以

下
の

場
合

、
AW

W
に

占
め

る
A社

で
支

払
わ

れ
た

賃
金

額
の

割
合

に
応

じ
て

補
償

責
任

を
負

う
。（

b）
の

場
合

、
A社

ま
た

は
そ

の
保

険
会

社
が

い
っ

た
ん

補
償

の
全

額
を

支
払

う
義

務
が

発
生

し
、

そ
の

後
、

補
償

責
任

を
超

え
て

支
払

っ
た

額
に

つ
い

て
、「

二
次

的
傷

害
基

金
」

（
se

co
nd

 in
ju

ry
 fu

nd
）

か
ら

の
払

い
戻

し
を

受
け

る
（

以
上

に
つ

き
法

37
2条

）。
な

お
、二

次
的

負
傷

基
金

の
財

源
は

、自
家

保
険

適
用

使
用

者
と

保
険

会
社

の
拠

出
金

で
あ

る
（

法
55

1条
）。

 
○

そ
の

他
、

A社
と

B社
が

「
関

連
す

る
」

あ
る

い
は「

類
似

す
る

」使
用

者
で

あ
る

場
合

に
の

み
、

賃
金

額
の

合
算

を
行

う
州

が
あ

る
。

 

・
労

災
保

険
給

付（
障

害
年

金
）は

、具
体

的
な

稼
働

収
入

へ
の

影
響

の
有

無
を

問
わ

ず
、身

体
・精

神
の

機
能

喪
失

に
対

し
て

支
給

さ
れ

る
定

額
（

均
一

）
給

付
で

あ
る

た
め

、
兼

業
で

あ
る

か
否

か
に

よ
る

影
響

は
受

け
な

い
。

 

（
2）

雇
用

型
テ

レ
ワ

ー
カ

ー
 

・
厚

生
労

働
省

の
「

情
報

通
信

技
術

を
利

用
し

た
事

業
場

外
勤

務
の

適
切

な
導

入
及

び
実

施
の

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

に
よ

れ
ば

、「
テ

レ
ワ

ー
ク

を
行

う
労

働
者

に
つ

い
て

は
、事

業
場

に
お

け
る

勤
務

と
同

様
、

労
働

基
準

法
に

基
づ

き
、

使
用

者
が

労
働

災
害

に
対

す
る

補
償

責
任

を
負

う
こ

と
か

・
テ

レ
ワ

ー
カ

ー
も

、
当

該
テ

レ
ワ

ー
ク

が
雇

用
関

係
の

枠
内

で
行

わ
れ

る
限

り
は

、労
働

者（
就

労
者

：
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

2条
1項

1号
）と

し
て

、労
災

保
険

の
強

制
的

保
険

対
象

者
と

な
る

。
 

・
ま

た
、

テ
レ

ワ
ー

ク
は

私
的

空
間

に
お

い
て

行
わ

れ
る

も
の

で
は

あ
る

が
、

生
じ

・
20

17
年

の
オ

ル
ド

ナ
ン

ス
お

よ
び

こ
れ

を
追

認
す

る
20

18
年

の
法

律
に

よ
っ

て
、

雇
用

型
テ

レ
ワ

ー
カ

ー
に

対
す

る
保

護
の

強
化

の
一

環
と

し
て

、
労

働
災

害
の

認
定

に
関

す
る

特
別

な
規

定
が

労
働

法
典

に
設

け
ら

れ
た

。こ
れ

に
よ

れ
ば

、テ
レ

ワ
ー

ク
労

働
者

が
業

務
上

の
行

為
の

遂
行

中
に

テ

・
テ

レ
ワ

ー
カ

ー
も

、
被

用
者

（
前

掲
４

．
（

2）
）

に
該

当
す

れ
ば

、
労

災
補

償
の

強
制

的
保

険
対

象
者

と
な

る
。

 
・

テ
レ

ワ
ー

ク
に

お
け

る
人

身
傷

害
が

補
償

対
象

に
な

る
か

ど
う

か
に

つ
い

て
も

、
通

常
の

判
断

基
準

（
前

掲
７

．（
1）

）
が

用
い

ら
れ

る
。

 

・
テ

レ
ワ

ー
カ

ー
も

、
当

該
テ

レ
ワ

ー
ク

が
雇

用
関

係
の

枠
内

で
行

わ
れ

る
限

り
は

、被
用

者
と

し
て

、労
災

保
険

給
付

の
対

象
と

な
る

。
 

・
テ

レ
ワ

ー
ク

中
に

生
じ

た
事

故
に

よ
る

身
体

的
負

傷
が

労
働

災
害（

前
掲

7．
（

1）
）
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ら
、

労
働

契
約

に
基

づ
い

て
事

業
主

の
支

配
下

に
あ

る
こ

と
に

よ
っ

て
生

じ
た

テ
レ

ワ
ー

ク
に

お
け

る
災

害
は

、
業

務
上

の
災

害
と

し
て

労
災

保
険

給
付

の
対

象
と

な
る

。た
だ

し
、私

的
行

為
等

業
務

以
外

が
原

因
で

あ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

業
務

上
の

災
害

と
は

認
め

ら
れ

な
い

」
と

さ
れ

て
い

る
。

 

た
出

来
事

が
労

働
災

害
（

前
掲

7．
（

1）
）

と
し

て
評

価
で

き
る

限
り

は
、

労
災

保
険

に
よ

り
保

護
さ

れ
る

。
 

・
但

し
、

飲
食

や
用

便
等

と
い

っ
た

私
的

な
活

動
の

た
め

に
テ

レ
ワ

ー
ク

を
中

断
し

た
最

中
に

生
じ

た
災

害
に

つ
い

て
は

、
保

険
対

象
活

動
と

の
内

的
関

連
性

（
前

掲
7．

（
1）

）
を

欠
く

こ
と

に
な

る
た

め
、

労
働

災
害

と
は

認
め

ら
れ

な
い

（
判

例
）。

 

レ
ワ

ー
ク

が
行

わ
れ

て
い

る
場

所
で

発
生

し
た

災
害

は
労

働
災

害
と

推
定

さ
れ

る
（

同
項

。
労

働
災

害
の

推
定

に
関

す
る

一
般

的
な

ル
ー

ル
に

つ
い

て
は

、
前

掲
7.

 (1
)

参
照

）。
 

と
し

て
評

価
で

き
る

限
り

、
労

災
保

険
給

付
の

対
象

と
な

る
。

 
 

 
（

3）
独

立
自

営
業

者
 

（
ex

.ク
ラ

ウ
ド

ワ
ー

カ
ー

）
 

・
20

20
年

3月
時

点
で

は
、ク

ラ
ウ

ド
ワ

ー
ク

や
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
ワ

ー
ク

で
就

労
す

る
独

立
自

営
業

者
の

労
災

保
険

に
よ

る
保

護
に

つ
い

て
、

特
別

の
立

法
は

存
在

し
な

い
。

 
・

も
っ

と
も

、現
行

法
を

前
提

と
し

て
も

、
法

形
式

的
に

は
自

営
業

者
と

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

っ
て

も
、就

労
の

実
態

を
み

て
、前

掲
4．

（
2）

で
み

た
労

働
者

性
の

メ
ル

ク
マ

ー
ル

を
満

た
す

場
合

に
は

、労
働

者（
労

基
法

9条
）

と
し

て
、

労
災

保
険

の
強

制
的

保
険

対
象

者
と

な
る

。
 

・
ま

た
、業

種
に

よ
っ

て
は

、労
災

保
険

へ
の

特
別

加
入

（
前

掲
4．

（
3）

）
が

可
能

で
あ

り
う

る
。

 

・
20

20
年

3月
時

点
で

は
、ク

ラ
ウ

ド
ワ

ー
ク

や
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
ワ

ー
ク

で
就

労
す

る
独

立
自

営
業

者
の

労
災

保
険

に
よ

る
保

護
に

つ
い

て
、

特
別

の
立

法
は

存
在

し
な

い
。

 
・

も
っ

と
も

、現
行

法
を

前
提

と
し

て
も

、
法

形
式

的
に

は
自

営
業

者
と

さ
れ

て
い

る
者

で
あ

っ
て

も
、就

労
の

実
態

を
み

て
、前

掲
4．

（
2）

で
み

た
就

労
者

性
の

メ
ル

ク
マ

ー
ル

を
満

た
す

場
合

に
は

、
社

会
法

典
第

Ⅶ
編

2条
1項

1号
に

よ
り

、労
災

保
険

の
強

制
的

保
険

対
象

者
と

な
る

。
 

・
ま

た
、少

な
く

と
も

自
営

業
者

は
、保

険
運

営
主

体
に

申
請

を
行

う
こ

と
で

、
任

意
で

労
災

保
険

に
加

入
す

る
こ

と
が

可
能

で
あ

る
（

前
掲

4．
（

3）
）。

 

・
労

災
保

険
制

度
の

強
制

的
保

険
対

象
者

の
範

囲
は

、明
文

の
規

定
に

よ
っ

て
、一

部
の

類
型

の
独

立
自

営
業

者
に

拡
張

さ
れ

て
い

る
（

前
掲

4.
 (1

))。
 

・
ま

た
、

強
制

的
保

険
対

象
に

は
含

ま
れ

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、

独
立

自
営

業
者

は
一

般
に

、
保

険
運

営
主

体
に

申
請

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

、
労

災
保

険
制

度
に

任
意

加
入

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
前

掲
4.

 (4
)）

。 
・

更
に

、
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
型

就
労

者
に

関
し

て
は

、
20

16
年

の
法

改
正

に
よ

り
、

本
人

が
労

災
保

険
制

度
に

任
意

加
入

し
た

場
合

に
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

マ
ー

に
対

し
保

険
料

の
支

払
い

を
義

務
づ

け
る

規
定

が
設

け
ら

れ
た（

労
働

法
典

L.
73

42
-2

条
。

前
掲

6.
 (1

)）
。

 

・
20

20
年

3月
時

点
で

は
、ク

ラ
ウ

ド
ワ

ー
ク

や
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
ワ

ー
ク

で
就

労
す

る
独

立
自

営
業

者
の

労
災

補
償

に
よ

る
保

護
に

つ
い

て
、

特
別

の
立

法
は

存
在

し
な

い
。

 
・

現
行

法
の

基
準

（
前

掲
４

．（
2）

）
を

前
提

と
す

る
と

、
ク

ラ
ウ

ド
ワ

ー
カ

ー
は

被
用

者
性

を
否

定
さ

れ
る

の
が

一
般

的
で

あ
る

と
思

わ
れ

る
。

 
○

カ
リ

フ
ォ

ル
ニ

ア
州

で
は

、
多

く
の

ク
ラ

ウ
ド

ワ
ー

カ
ー

を
被

用
者

に
含

め
る

た
め

の
法

改
正

を
行

っ
た

が
、

全
米

的
な

傾
向

に
は

な
っ

て
い

な
い

。
 

・
20

20
年

3月
時

点
で

は
、ク

ラ
ウ

ド
ワ

ー
ク

や
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
ワ

ー
ク

で
就

労
す

る
独

立
自

営
業

者
の

労
災

保
険

に
よ

る
保

護
に

つ
い

て
、

特
別

の
立

法
は

存
在

し
な

い
。

 
・

現
行

法
を

前
提

と
し

て
、

法
形

式
的

に
は

自
営

業
者

と
さ

れ
て

い
る

者
で

あ
っ

て
も

、就
労

の
実

態
を

み
て

、被
用

者
性（

前
掲

４
．（

2）
）

が
認

め
ら

れ
る

場
合

に
は

、
被

用
者

と
し

て
、

労
災

保
険

の
対

象
者

と
な

る
。

 

 備
考

①
：

ド
イ

ツ
に

お
け

る
労

災
保

険
制

度
は

、
就

労
者

お
よ

び
そ

れ
と

同
程

度
の

要
保

護
性

が
あ

る
者

を
保

険
対

象
と

す
る

真
正

労
災

保
険

と
、

就
労

関
係

に
な

い
者

（
学

生
、

災
害

時
の

救
助

者
、

献
血

者
等

）
を

保
険

対
象

と
す

る
不

真
正

労
災

保
険

と
に

分
か

れ
る

が
、

上
記

の
表

で
対

象
と

し
て

い
る

の
は

前
者

の
真

正
労

災
保

険
で

あ
る

。
 

備
考

②
：

ア
メ

リ
カ

に
お

け
る

労
災

補
償

制
度

は
主

と
し

て
各

州
法

に
よ

り
運

営
さ

れ
て

い
る

た
め

、
本

整
理

表
で

は
、

ア
メ

リ
カ

に
お

け
る

一
般

的
傾

向
か

ら
大

き
く

逸
脱

す
る

点
の

少
な

い
ミ

シ
ガ

ン
州

の
制

度
を

採
用

し
て

い
る

。
 

但
し

、
ミ

シ
ガ

ン
州

の
制

度
と

異
な

る
、

全
米

的
に

一
般

的
な

傾
向

が
あ

る
項

目
に

つ
い

て
は

、
特

に
「

○
」

の
後

に
記

載
し

て
い

る
。

 
 執

筆
担

当
：

 
日

本
法

・
ド

イ
ツ

法
＝

山
本

陽
大

（
労

働
政

策
研

究
・

研
修

機
構

副
主

任
研

究
員

）
 

フ
ラ

ン
ス

法
＝

河
野

奈
月

（
明

治
学

院
大

学
准

教
授

）
 

ア
メ

リ
カ

法
＝

地
神

亮
佑

（
大

阪
大

学
准

教
授

）
 

イ
ギ

リ
ス

法
＝

上
田

達
子

（
同

志
社

大
学

教
授

）
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